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第５２０回（定例）福崎町議会会議録

令和７年９月５日（金）

午前９時３０分 開 会

○令和７年９月５日、第５２０回（定例）福崎町議会は、福崎町役場に招集された。

○出席議員 １４名

１番 中 田 貴 子 ８番 田 中 康 智

２番 牛 尾 成 利 ９番 住 谷 庸 子

３番 牛 尾 雅 一 １０番 北 山 智 恵

４番 大 住 文 子 １１番 前 川 裕 量

５番 三 輪 一 朝 １２番 城 谷 英 之

６番 𠮷 高 平 記 １３番 植 岡 茂 和

７番 小 林 博 １４番 竹 本 繁 夫

○欠席議員 （な し）

○事務局より出席した職員

事 務 局 長 澤 田 和 也 主 事 阿 保 佑 夏

○説明のため出席した職員

町 長 尾 﨑 吉 晴 副 町 長 近 藤 博 之

教 育 長 髙 橋 渉 公 営 企 業 管 理 者 福 永 聡

技 監 津 田 知 宏 町参事兼総務課長 岩 木 秀 人

企 画 財 政 課 長 蔭 谷 秀 樹 税 務 課 長 岡 本 昌 文

地 域 振 興 課 長 成 田 邦 造 住 民 生 活 課 長 山 本 克 典

福 祉 課 長 小 幡 伸 一 ほ け ん 年 金 課 長 西 村 由紀子

農 林 振 興 課 長 山 下 勝 功 ま ち づ く り 課 長 増 山 剛

上 下 水 道 課 長 橋 本 繁 樹 会 計 管 理 者 福 永 知 美

学 校 教 育 課 長 吉 髙 美 鈴 社 会 教 育 課 長 木ノ本 雅 佳

代 表 監 査 委 員 村 上 隆 文

○議事日程

第 １ 会議録署名議員の指名

第 ２ 会期の決定

第 ３ 諸報告

第 ４ 報告第 ６号 第３６期株式会社もちむぎ食品センター決算報告について

第 ５ 報告第 ７号 令和６年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について

第 ６ 議案第４６号 令和６年度福崎町一般会計歳入歳出決算認定について

第 ７ 議案第４７号 令和６年度福崎町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認

定について

第 ８ 議案第４８号 令和６年度福崎町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算

認定について

第 ９ 議案第４９号 令和６年度福崎町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて



－2－

第１０ 議案第５０号 令和６年度福崎町水道事業会計決算認定について

第１１ 議案第５１号 令和６年度福崎町工業用水道事業会計決算認定について

第１２ 議案第５２号 令和６年度福崎町下水道事業会計決算認定について

第１３ 議案第５３号 令和６年度福崎町水道事業剰余金処分について

第１４ 議案第５４号 令和６年度福崎町下水道事業剰余金処分について

第１５ 議案第５５号 福崎町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を

改正する条例について

第１６ 議案第５６号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

について

第１７ 議案第５７号 福崎町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

について

第１８ 議案第５８号 福崎町水道事業給水条例の一部を改正する条例について

第１９ 議案第５９号 福崎町下水道条例の一部を改正する条例について

第２０ 議案第６０号 令和７年度福崎町一般会計補正予算（第２号）について

第２１ 議案第６１号 令和７年度福崎町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

について

第２２ 議案第６２号 工事請負契約について（中播消防署本署建替事業造成工事）

○本日の会議に付した事件

第 １ 会議録署名議員の指名

第 ２ 会期の決定

第 ３ 諸報告

第 ４ 報告第 ６号 第３６期株式会社もちむぎ食品センター決算報告について

第 ５ 報告第 ７号 令和６年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について

第 ６ 議案第４６号 令和６年度福崎町一般会計歳入歳出決算認定について

第 ７ 議案第４７号 令和６年度福崎町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認

定について

第 ８ 議案第４８号 令和６年度福崎町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算

認定について

第 ９ 議案第４９号 令和６年度福崎町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて

第１０ 議案第５０号 令和６年度福崎町水道事業会計決算認定について

第１１ 議案第５１号 令和６年度福崎町工業用水道事業会計決算認定について

第１２ 議案第５２号 令和６年度福崎町下水道事業会計決算認定について

第１３ 議案第５３号 令和６年度福崎町水道事業剰余金処分について

第１４ 議案第５４号 令和６年度福崎町下水道事業剰余金処分について

第１５ 議案第５５号 福崎町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を

改正する条例について

第１６ 議案第５６号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

について

第１７ 議案第５７号 福崎町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

について

第１８ 議案第５８号 福崎町水道事業給水条例の一部を改正する条例について

第１９ 議案第５９号 福崎町下水道条例の一部を改正する条例について

第２０ 議案第６０号 令和７年度福崎町一般会計補正予算（第２号）について
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第２１ 議案第６１号 令和７年度福崎町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

について

第２２ 議案第６２号 工事請負契約について（中播消防署本署建替事業造成工事）

開会及び開議

議 長 皆さん、おはようございます。

第５２０回福崎町議会定例会の開会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げま

す。

初秋の時季となりましたが、まだ暑い日が続く中、皆様におかれましては、ご

健勝にてご参集賜り、誠にありがとうございます。

さて、本定例会に提案されます案件は、報告第６号から議案第６２号までの報

告２件、議案１７件の計１９件であります。いずれも重要な案件でありますの

で、慎重にご審議をいただき、また、議事の円滑なる運営につきましても、格

別のご協力をお願いいたしまして、本定例会の開会の挨拶といたします。

ただいまの出席議員数は１４名でございます。定足数に達しております。よっ

て、第５２０回福崎町議会定例会が成立したことを宣告いたします。

また、総務課及び事務局から写真撮影の申出が出ておりますので、撮影を許可

いたします。

ただいまから第５２０回福崎町議会定例会を開会いたします。

これより本日の日程に入ります。

本日の日程は、配付しております議事日程に記載のとおりであります。

日程第１ 会議録署名議員の指名

議 長 日程第１は、会議録署名議員の指名であります。

会議録署名議員の指名は、会議規則第１２７条の規定により議長が指名いたし

ます。

２番、牛尾成利議員

９番、住谷庸子議員

以上の両議員にお願いいたします。

日程第２ 会期の決定

議 長 日程第２は、会期の決定であります。

会期の決定の件を議題といたします。

去る８月２９日、議会運営委員会を開いて検討をお願いいたしましたところ、

既に皆さんに配付しております日程表案のとおり、本日から９月２６日までの２

２日間としたいと思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

議 長 異議なしと認めます。

よって、会期は本日から９月２６日までの２２日間といたします。

日程第３ 諸報告
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議 長 日程第３は、諸報告であります。

６月２３日の第５１９回福崎町議会定例会閉会後、本日までの議会活動につい

ては、配付の報告書のとおりです。

また、例月出納検査の報告書が議長宛てに提出されておりますので、その写し

を配付しております。

次は、議案の上程及び議案説明であります。

これより、報告第６号、第３６期株式会社もちむぎ食品センター決算報告につ

いてから、議案第６２号、工事請負契約について（中播消防署本署建替事業造

成工事）までの１９件を議題といたします。

これから上程議案に対する町長の提案内容の説明を求めてまいります。

町 長 皆様、おはようございます。第５２０回定例会を招集しましたところ、全員の

ご出席を賜り、誠にありがとうございます。９月議会の開会にあたり、一言ご

挨拶申し上げます。

９月に入り稲穂が色づき始めました。今年ほどこの時期を待ち遠しく感じたこ

とはなかったと思います。昨年から今年にかけて、お米の値段が高騰し、いま

だに高値が続いています。政府も備蓄米を放出したり、輸入米の前倒し入札な

どの対応を行っていますが、抜本的な解決には至っていません。

そのような中で政府はこれまでの方針を転換し、米の増産を目指すとしていま

すが、米の需給バランスが不安定とならないよう、より慎重なかじ取りが求め

られると思います。

また、農家にとっては、今年の夏は水不足が心配でした。６月の終盤に梅雨が

明けるという今までにない経験をし、その後は猛暑となって、雨が降らない日

が続きました。ため池の水位が下がり、危機感が高まった頃に恵みの雨が降り、

一旦は危機を脱しました。けれども、品種によっては、あと１か月ほど水が必

要ですので、池がかりの水田は心配が尽きないところだと思います。

さて、９月議会は決算の認定を受ける議会です。事業の内容については決算報

告書の中で報告していますが、その中でも私が重要だと思っている事業の１点

目は「子育て支援と教育環境の充実」であります。これまで、小・中学校校舎

の空調設備設置を計画的に進めてきました。引き続き体育館の空調整備にも取

り組みます。また、小・中学校の給食費の無償化に向けては段階的に取り組ん

でいます。

２点目は、「災害のない安全・安心のまちづくり」です。気候変動の影響によ

り台風は大型化し、集中豪雨は頻発化しています。大雨が降ったときに頻繁に

冠水する播但道福崎南ランプ付近の被害を軽減するため、公共下水道事業によ

り「川すそ雨水幹線工事」を実施しています。

３点目は、「ＪＲ福崎駅へのアクセス道路の強化」です。町道福崎駅田原線、

千束新町線の整備を計画的に進めています。

４点目は「広域行政施設の整備」です。神崎郡新ごみ処理施設建設事業と中播

消防署本署及び北部出張所建替事業を実施しています。

これらは継続事業でもありますので、財政状況が厳しい中ですが優先して取り

組んでまいります。

令和６年度決算も４年度、５年度に引き続き赤字となり、大変厳しいものにな

っています。令和７年度は行政改革調査特別委員会を設置していただきました。

議員の皆様と情報を共有し、連携しながら実効性のある第７次行政改革大綱及

び実施計画の策定に取り組んでいます。そして、この計画に基づき、早急に収

支均衡を図り、持続可能なまちづくりを進めてまいりますので、ご理解とご協
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力をお願いいたします。

続いて、各課からの所管事項報告です。

総務課です。

令和８年度採用第１回職員採用試験は、８月２６日に第２次試験を行いました。

一般行政職は若干名の採用予定に対して４名が受験、建築職は１名の採用予定

に対し１名が受験しています。

令和８年度採用第２回職員採用試験は、８月７日に募集を締め切りました。一

般行政職は若干名の採用予定に対して２５名、保育教諭１名に対し１名の応募

がありました。土木職については応募がありませんでした。１次試験は、９月

２１日、福崎町役場で実施します。

選挙管理事務について、選挙人名簿の定時登録者数は、９月１日の基準日現在、

男７，２８４人、女７，８４３人、計１万５，１２７人となり、前回６月の定

時登録より８４人の減となっています。

各自治会へ出向いて地域の皆さんのご意見をお聞きする「行政懇談会」を、１

０月から約１年間をかけて実施します。

企画財政課です。

５年に一度の我が国で最も重要な統計調査「国勢調査」を、１０月１日現在で

実施します。９月４日と６日に、６８人の調査員に説明会を開催し、９月２０

日から各戸に配付を開始します。

オンラインによる回答は９月２０日から１０月８日までで、紙の調査表の回収

等は１０月１日から１０月８日まで実施します。

税務課では、令和７年度町県民税の納税通知書を６月５日に、国民健康保険

税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納入通知書を７月１４日に発送しま

した。

また、滞納整理対策委員会では、債権管理条例に基づき税・使用料等の債権管

理台帳を作成し、情報共有を図るとともに、令和７年度徴収計画に基づき、関

係課と連携しながら滞納整理に取り組んでいます。

地域振興課です。

第５０回となった福崎夏まつりは、約１万１，０００人の来場者があり、福崎

町ふるさと大使のアルミカンの司会進行の下、ステージイベント・総おどり・

夜店、にゃんごすたーとガジロウがコラボしたドラムショーなどで盛り上がり

ました。また企業協賛と住民の皆様からの募金によって１，０００発の花火を

打ち上げることができました。この場をお借りしてお礼を申し上げます。

福崎秋まつりは、１０月２５日に開催します。各種団体と連携し、地域の交流

と活性化に努めてまいります。

第３回手話ダンス甲子園決勝大会を、ＮＰＯ法人日本パラファンク協会の協力

の下、９月２１日にエルデホールで開催します。全国８地区でエリア大会を行

い、勝ち上がったチームが出場し、障がいの有無に関係なく様々な方が交流し、

手話を取り入れたダンスパフォーマンスを競います。あわせて、芝生広場では、

もちむぎ万博を初開催します。多くのキッチンカーが福崎特産もち麦を使った

食べ物を提供し、おいしさを競います。

第３回いざ登らん春日山城を１１月３０日に開催します。今年は山頂で「大声

コンテスト」を行います。

文珠荘の指定管理に係る公募をしましたが、応募がありませんでした。再公募

に向けて検討を進めています。

住民生活課では、本年度の交通安全モデル地区に中島自治会を指定し、８月６
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日に中島公民館で交通安全教室が開催されました。

秋の全国交通安全運動は、９月２１日から３０日まで実施されます。

福祉課です。

９月は高齢者福祉月間で、１日には最高齢者宅を訪問し、祝福させていただき

ました。２６日にはエルデホールで高齢者芸能慰安会を開催し、腹話術・漫

才・歌謡ショーなどをお楽しみいただきます。

障がい福祉事業では、令和７年度は、障害者週間イベントとして、９月６日か

ら障がい者スポーツであるボッチャのリーグ戦「ボッチャリーグふくさき」を

実施します。１０組の参加があり、１１月の最終戦に向けて、障がいのある人

も、ない人も、共にスポーツで汗を流し、共生社会を目指します。

ほけん年金課です。

保健事業については、特定・基本健康診査、がん検診を５月１９日から７月２

２日まで、土・日を含み１１日間実施しました。

国民健康保険、後期高齢者医療の保険証の有効期限が７月末で終了したため、

後期高齢者の方には、マイナ保険証の有無にかかわらず「資格確認書」を発送

しました。国民健康保険では、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお

知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」をそれぞれ発

送しました。

６５歳以上の高齢者を対象とした季節性インフルエンザ及び新型コロナウイル

ス感染症の予防接種については、１０月下旬から個別接種を始める予定です。

農林振興課では、福崎町農業委員会において、８月２８日、２９日の２日間で

町内全域の農地パトロールを実施しました。今後、耕作放棄地や不適切な使用

等について整理し、所有者等に対し文書や現地立会い等を行い適正な管理とな

るよう指導します。

令和７年産、水稲の作付面積は３３９ヘクタールとなりました。これは昨年と

比べ２６ヘクタールの増となっています。

令和７年産、もち麦の収穫状況は、米澤モチ２号、フクミファイバー合わせて、

作付面積１２．６ヘクタール、収穫量約４０．５トンとなりました。

まちづくり課です。

道路橋梁事業では、省エネの観点から道路照明灯のＬＥＤ化に順次取り組んで

きましたが、相次ぐ大手メーカーによるナトリウム灯の製造中止等を受けて、

今年度、リース契約により残る１３６灯を全てＬＥＤ化します。また、町道春

日ふれあい線では、落石、崩壊の危険性がある法面の防災対策工事を実施しま

す。

福崎駅へのアクセス強化を図るため、引き続き町道千束新町線の用地買収等を

推進するとともに、一部区間において工事を実施します。また、通学路の交通

安全整備として町道大貫山田線の歩道設置工事を実施します。

河川では、緊急浚渫推進事業債を活用して、西谷川の堆積土砂の浚渫を実施し、

事前防災対策に努めます。

都市計画では、引き続き地元及び県と調整を図りながら、土地利用基本計画の

改定を実施するとともに、特別指定区域についても見直しの検討を進めます。

また、前回の改定から約１０年が経過した都市計画マスタープランを改定しま

す。

上下水道課です。

水道事業では、西治地区内において、三ノ宮配水池送配水管更新工事を継続し

て実施しています。７月に第三工区の契約を締結し、年度末の完了を目指して
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います。

また、余田配水池の緊急遮断弁が老朽化したため、更新工事に着手しました。

災害に強いライフラインの構築を目指します。

工業用水道事業では、中播消防署西側の七種川にかかる水管橋の更新工事に着

手しました。完了は令和９年３月末を予定しています。

雨水幹線整備では、南田原地区の川すそ雨水幹線工事（その１４）は、現在、

播但道福崎南ランプの東側付近を昼間工事にて施工していますが、９月末から

約１か月半は再び夜間工事での施工を予定しています。

汚水整備では、板坂地区の農業集落排水施設を公共下水道へ統合する「板坂地

区下水道管布設工事」の入札を近々実施し、年度内の完了を目指します。

学校教育課です。

遠野市との児童交流事業として、８月２４日から２６日にかけて小学校６年生

の児童が遠野市を訪問しました。土淵小学校の児童との交流などを行い、今後

につながる大変有意義な体験ができました。

中学校の体育大会を９月２０日に開催します。

社会教育課では、図書館キャンドルナイトを、９月１３日の夕暮れから開催し

ます。

第２回福崎名人寄席を９月１４日、エルデホール自主公演事業として開催しま

す。

柳田國男生誕１５０年を記念して、１０月４日から柳田國男・松岡家記念館に

おいて「柳田國男展～日本民俗学の父と故郷の縁～」を開催します。

さて、今議会に提出いたします議案等につきましては、報告２件、議案１７件

の計１９件です。

報告第６号、第３６期株式会社もちむぎ食品センター決算報告は、令和６年４

月から令和７年３月までの決算内容を報告するものです。

報告第７号、令和６年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告は、地方公共

団体の財政の健全化に関する法律に基づき、報告するものです。

議案第４６号、令和６年度福崎町一般会計歳入歳出決算認定から、議案第５２

号、令和６年度福崎町下水道事業会計決算認定までは、地方自治法または地方

公営企業法の規定により、監査委員の意見をつけて、議会の認定をお願いする

ものです。

議案第５３号、令和６年度福崎町水道事業剰余金処分及び議案第５４号、令和

６年度福崎町下水道事業剰余金処分は、水道事業及び下水道事業の各決算認定

の議案に関連するもので、未処分利益剰余金の一部を処分することについて、

議会の議決を求めるものです。

議案第５５号、福崎町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改

正する条例は、地方自治法の改正に伴い、所要の改正を行うものです。

議案第５６号、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例及

び議案第５７号、福崎町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律等に伴い、仕

事と生活の両立支援の拡充のため、所要の改正を行うものです。

議案第５８号、福崎町水道事業給水条例の一部を改正する条例及び議案第５９

号、福崎町下水道条例の一部を改正する条例は、災害等非常時の工事について、

国土交通省通知を踏まえた所要の改正及び文言の整理を行うものです。

議案第６０号、令和７年度福崎町一般会計補正予算（第２号）及び議案第６１

号、令和７年度福崎町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は、令和７年
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度の両会計の補正予算について、議会の議決を求めるものです。

議案第６２号は、中播消防署本署建替事業造成工事に係る工事請負契約締結に

あたり、議会の議決を求めるものです。

以上、報告が２件、決算が７件、剰余金処分が２件、条例改正が５件、補正予

算が２件、契約案件が１件の計１７件、合計１９件となっています。

詳細説明は、担当課長が行いますので、ご審議賜りご賛同いただきますようよ

ろしくお願い申し上げて、冒頭の挨拶といたします。

議 長 ただいま町長から上程議案に対する概要の説明が終わりました。

これから議案番号順に詳細なる説明を求めてまいりますが、関連する議案は複

数で説明を求める場合もございますので、あらかじめご承知ください。

日程第４ 報告第６号 第３６期株式会社もちむぎ食品センター決算報告について

議 長 日程第４、報告第６号、第３６期株式会社もちむぎ食品センター決算報告に

ついてを議題といたします。

本案に対する詳細なる説明を求めます。

地域振興課長 報告第６号、第３６期株式会社もちむぎ食品センター決算報告について、ご説

明申し上げます。

株式会社もちむぎ食品センターは、福崎町が２分の１以上を出資している法人

であることから、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、その決算に

ついて報告させていただくものです。

１ページです。事業報告について概要を申し上げます。

第３６期は、新型コロナウイルス感染症による影響は改善されると見込んでい

ましたが、客足が完全には戻らず、各部門の実績は、前年度を下回り厳しい状

況となりました。また、ウクライナ情勢や円安などの影響で原材料・光熱費等

が高騰し、売上原価が増えました。それらに加えて第２四半期は暑い日が続き、

第４四半期は例年にないほどの寒さが続いたこと、そしてコロナによる生活変

化によってバスツアーなどが減少したことで、年間利用者が減少し、営業損益

は、前期より約８１０万円の減少となりました。

売上高は、１億２，８５５万円で８１７万円の減となりました。利用者の減少

により好調だった売店の売上げも減少となりました。

売上原価は、原材料、光熱費等の高騰で９，１４１万円（前期比１０２％）、

２０４万円の増となりました。

当期営業損益は、マイナス１，１０７万円（前期はマイナス２９８万円）とな

りました。当期純利益は、保険解約金などの営業外収益３２２万円があり、当

期損益はマイナス８０３万円（前期は１９５万円）となりました。

レストラン利用客は、３万９，２９４人（前期比９６％）となりました。内訳

は、団体利用７６７名（前期比９４％）、立ち寄り・食事１，８３０名（前期

比８９％）で、客足はコロナ以前のように回復しませんでした。

各事業実績ですが、第３６期実績は販売店事業３，２５４万円、前期対比９

５％。売店事業４，００７万円で９０％。通販事業９９８万円で８９％。レス

トラン事業４，６０９万円で９８％と各事業で前期を下回りました。４事業全

体の売上高合計は１億２，８５５万円で前期対比９４％となりました。

３ページです。令和７年３月３１日時点の貸借対照表です。

まず、資産の部、流動資産は現金及び預金２，７６７万９，９８１円から貯蔵

品まで合わせて４，９１７万１，３３１円。固定資産は、有形固定資産、無形
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固定資産と金融機関等への出資金で４２９万３，７５３円。資産の部合計は、

５，３４６万５，０８４円となり、前期より約１，３８０万円の減となりまし

た。

負債の部では、流動負債が買掛金から商品券までの合計９８４万４，６４２円。

固定負債は町からの長期借入金の残高５，０００万円は変わらず３６期の返済

はありませんでした。負債の部合計は５，９８４万４，６４２円となりました。

純資産の部は、資本金３，０００万円は異動なく、利益剰余金は、当期純利益

金額マイナス８０２万８，５４３円で繰越利益剰余金が、マイナス３，６３７

万９，５５８円となりました。純資産の部合計はマイナス６３７万９，５５８

円となりました。また、前期の当期純利益金額は１９４万５，０００円でした。

負債及び純資産合計は、資産の部合計と同額の５，３４６万５，０８４円とい

う状況でございます。

４ページをお願いします。損益計算書です。

売上高合計は１億２，８５４万８，６７４円。前期と比較しますと約８２０万

円の減となりました。売上原価は、期首商品・製品棚卸高・当期商品仕入高・

当期製品製造原価の合計から期末商品・製品棚卸高と仕入値引高を差し引いた

９，１４１万１，７０１円で、差引き売上総利益金額は３，７１３万６，９７

３円となりました。前期と比較しますと約１，０２０万円の減でした。

次に、販売費及び一般管理費は、５ページに内訳をお示ししていますとおり、

給料手当１，８９２万４，４７６円や消耗品費、水道光熱費、支払手数料、保

険料、施設・保守管理費などの合計４，８２０万２，７１３円です。前期より

約２１０万円減額し経費の削減に努めました。

４ページに戻ってください。

中段ほどの営業利益はマイナス１，１０６万５，７４０円となりました。前期

は、マイナス２９７万５，０００円でした。

営業外収益は、雑収入として町補助金・保険解約金などの３２１万８，６８８

円の収入があったものの、経常利益はマイナス７８４万２，８８４円でした。

そして、法人税等を差し引いた当期純利益金額は８０２万８，５４３円の赤字

となりました。前期は１９４万５，０００円の黒字でした。

原材料費・物価・エネルギー高騰の中、製造業・飲食業の経営はますます厳し

くなってきています。特産館「もちむぎのやかた」の指定管理者「もちむぎ食

品センター」も同様で大変厳しい結果となりました。

地域農業の振興と町の活性化のためには、食品センターのもち麦を活かした事

業は欠かせません。存続のため町としましてもできる範囲で支援してまいりま

す。

６ページをお願いします。製造原価報告書です。

材料費は、２，７４２万９，０８２円。労務費は、レストラン、売店、麺工場

等に係る人件費で３，８９３万２，９３８円、製造経費はそうめん、精麦、カ

ステラなどの外注加工費２８０万２，６２１円や水道光熱費５２８万５，６９

２円、保険料などで１，１３５万２，３７１円、合計で当期製品製造原価は７，

７７１万４，３９１円となりました。

７ページです。７ページは株主資本等変動計算書です。

貸借対照表の純資産の部において、第３６期に変動があった項目をお示しして

います。変動額については、いずれも当期純利益金額マイナス８０２万８，５

４３円によるものですが、繰越利益剰余金及び利益剰余金合計が当期首残高マ

イナス２，８３５万１，０１５円から当期末残高マイナス３，６３７万９，５



－10－

５８円に。株主資本合計及び純資産の部合計は、当期首残高１６４万８，９８

５円から当期末残高マイナス６３７万９，５５８円となっています。

また、８ページには重要な会計方式に係る注記として棚卸資産の評価方法や減

価償却の方法、消費税の会計処理における採用方式を記述するとともに、株式

の発行総数が６００株であることをお示ししています。

９ページです。９ページには、監査報告書を添付しておりますのでご確認くだ

さい。

１０ページです。第３７期の実施計画書となります。

１の売上高は、約３６０万円の売上増を見込んだ約１億３，２１０万円とし、

５の営業利益の回復を目標に効率的な経営に取り組んでいくこととしています。

次に、報告第６号説明資料をお願いいたします。

１ページです。第３６期の事業部門別の実績表です。

上段は各事業別の月別の実績。下段はレストランの利用者数で、左下、営業日

数は３０７日、利用者数は３万９，２９４人、前期より１，６６０人減りまし

た。通販件数につきましては、右下の１，４７７件で２２１件減っています。

２ページです。

左面には組織表、社員数１８名と右面には役員名簿でございます。

３ページです。

商品一覧表と、右面には、もち麦の収穫・在庫状況の推移を添付しています。

期末のもち麦の在庫量は１９９トンです。後ほどご確認ください。

以上、報告第６号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

日程第５ 報告第７号 令和６年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について

議 長 日程第５、報告第７号、令和６年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告に

ついてを議題といたします。

本案に対する詳細なる説明を求めます。

企画財政課長 報告第７号について、ご説明申し上げます。

この報告は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、令和６

年度決算に基づく、健全化判断比率及び資金不足比率を監査委員の意見を付し

て９月議会に報告させていただくものであります。

監査委員の意見書につきましては、配付資料のほうにございますので、後ほど

ご参照願います。

それでは、議案の２ページ目をご覧ください。

まず、１の健全化判断比率では、①実質赤字比率、②連結実質赤字比率につき

ましては、各会計において、赤字額は発生しておりませんので、該当はありま

せん。

③実質公債費比率は、１３．２％、④将来負担比率は、８８．８％で、いずれ

も早期健全化基準を下回っています。

それぞれの指標における早期健全化基準並びに財政再生基準は、表にお示しし

ているとおりであります。２の資金不足比率は、各会計とも資金収支が黒字の

ため該当はありません。経営健全化基準は２０％となっております。

報告第７号資料には算定内訳等を添付しておりますので、資料に添って補足説

明をさせていただきます。

報告第７号資料の３ページをご覧ください。
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実質赤字比率は、左上の一般会計等が対象でありまして、実質収支額を標準財

政規模で除したマイナスの３．１１％となりました。実質収支が黒字の場合は

マイナス表示となります。

次に、連結実質赤字比率は、一般会計等に全ての特別会計・公営企業会計を加

えたものが対象で、右下になりますが、全会計における実質収支額及び資金剰

余額の合計を標準財政規模で除したマイナスの２４．５８％となりました。

実質公債費比率につきましては、資料の４ページをご覧ください。

実質公債費比率の対象となる公債費等は①の元利償還金の額から⑦一時借入金

の利子までの合計が該当しまして、⑧の特定財源から⑪の密度補正の元利償還

金の合計につきましては、特定財源や普通交付税算入分など、公債費等から除

外する項目となっております。

算定結果は、中段の右寄りになりますが、令和６年度の単年では、１３．０８

０５０％と令和５年度に比べ約０．３ポイント増加しており、３か年平均では

１３．２％で、前年度に比べ約０．９ポイント増加しております。

３か年平均における増加の要因は、令和６年度と令和３年度との比較になりま

すが、④公営企業の地方債の償還に充てたと認められる繰入金が下水道事業会

計への繰出金の増加により約１億１，１００万円増加、⑨から⑪の交付税算入

公債費が約５，２００万円減少したことなどにより、実質公債費比率の分子が

約１億４，６００万円増加しました。また、分母は⑫から⑭を足した標準財政

規模が約８，８００万円増加、分子と同様に⑨から⑪の交付税算入公債費が約

５，２００万円減少したことにより約１億４，０００万円増加しましたが、分

子の増加率が分母の増加率を上回ったことが増加の要因となっています。

将来負担比率につきましては、資料の５ページをご覧ください。

対象となる将来負担額は、上段に記載しています地方債の現在高から退職手当

負担見込額までの各項目で、合計は下段の算式中、Ａ欄１６０億８，６１９万

円です。この将来負担額に対する充当可能財源等は、中段にお示ししていると

おりで、合計は下段のＢ欄１１５億７，６１６万１，０００円でＡ引くＢの実

質負担額は４５億１，００２万９，０００円となっています。この実質負担額

を、標準財政規模Ｃ欄から普通交付税に算入された公債費等の額Ｄ欄を控除し

ましたＣ引くＤの分母５０億７，７２９万８，０００円で除したものが将来負

担比率で、８８．８％となっています。前年度は６７．４％でありましたので、

２１．４ポイント増加しております。

増加の要因ですが、分子では、将来負担額Ａが３億７，８００万円増加してお

り、このうち地方債の現在高が２，５００万円、公営企業債繰入見込額が下水

道事業会計への繰出金の増加により３億４，２００万円増加しています。充当

可能財源等Ｂは８億２，３００万円減少しており、このうち充当可能基金が財

政調整基金の取崩しなどにより３億２，９００万円減少、交付税算入見込額が

過去の公債費の算入終了などにより４億８，７００万円減少しています。これ

によりＡ引くＢの分子が１２億円増加、分母では、Ｃの標準財政規模が普通交

付税の増加等で１億６，５００万円増加したことなどにより、Ｃ引くＤの分母

が１億７，３００万円増加しました。将来負担比率はＡ引くＢの分子割るＣ引

くＤの分母で算定されますが、増加要因であります分子の増加が減少要因であ

ります分母の増加を大きく上回ったことが増加の要因となっています。

最後に、公営企業会計における資金不足比率等については、資料６ページにな

ります。

資金不足額・剰余額につきましては、右から７列目の（８）の列になります。
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法適用企業会計の、水道事業、工業用水道事業、下水道事業会計、これらの資

金不足額、剰余額は、いずれの会計も資金収支は黒字であり、資金不足は発生

しておりません。

以上が各指標の概要であります。よろしくお願い申し上げます。

日程第 ６ 議案第４６号 令和６年度福崎町一般会計歳入歳出決算認定について

日程第 ７ 議案第４７号 令和６年度福崎町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて

日程第 ８ 議案第４８号 令和６年度福崎町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定

について

日程第 ９ 議案第４９号 令和６年度福崎町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て

議 長 日程第６、議案第４６号、令和６年度福崎町一般会計歳入歳出決算認定につい

てから、日程第９、議案第４９号、令和６年度福崎町介護保険事業特別会計歳

入歳出決算認定についてまでの４議案を一括議題といたします。

各議案に対する詳細なる説明を求めます。

会 計 管 理 者 議案第４６号から議案第４９号までの４議案について、決算書、決算報告書

及び議案説明資料により、概要説明をいたします。

まず、議案第４６号は、地方自治法第２３３条第３項の規定により、一般会計

歳入歳出決算について、別紙監査委員の意見をつけて、議会の認定に付するも

のでございます。

初めに、決算書の一般会計２７０ページをお開きください。

実質収支に関する調書でございます。

歳入総額１０４億１，８０１万５，２６４円、歳出総額１０２億２，７６８万

４，４４１円、差引額１億９，０３３万８２３円のうち、翌年度へ繰り越すべ

き財源は、繰越明許費繰越額７５５万７，０００円で、実質収支額は１億８，

２７７万３，８２３円となり、令和７年度へ繰り越します。

２７１ページから２７８ページまでは、財産に関する調書で、公有財産、物品、

基金及び債権の保有内容をお示ししておりますので、後ほどお目通しをお願い

します。

続いて、決算の概要を説明いたします。

議案第４６号説明資料の２ページをお開きください。

初めに、歳入についてでございます。

表の一番下、歳入総額は、１０４億１，８０１万５，２６４円で、対前年度比

１２億６，４１７万７，３８８円、１３．８％の増となりました。

内訳は、一番上、第１款の町税から一番下、第２２款の町債まででございます。

次に、資料の４ページをご覧ください。

歳出です。

表の一番下、歳出総額は１０２億２，７６８万４，４４１円、対前年度比１２

億５１１万１，３５９円、１３．４％の増となりました。

内訳は、一番上、第１款の議会費から第１０款の公債費まででございます。

次に、款別の説明をいたします。

議案資料の２ページにお戻りください。

まず歳入です。

歳入総額の３１．４％を占める町税の決算額は、前年度比７，００７万１，４
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４４円、２．１％の減となりました。

３ページの表をご覧ください。

個人町民税は、納税義務者や平均所得は増加しましたが、定額減税の影響によ

り、約２，０２０万円、２．２％の減、法人町民税は、原材料価格の高騰に伴

う仕入価格の上昇や人件費の増加等で企業利益が減少し、約１，１００万円、

４．０％の減。

固定資産税の土地は、市街化区域の一部で地価が下げ止まったものの、市街化

調整区域内は地価の下落傾向が続き、約２００万円、０．４％の減、家屋は、

新築による増加を評価替えによる経年減価が上回るため、約１，７７０万円、

２．２％の減、償却資産は、全体的に投資を控えた事業所が多く、また中小企

業の設備投資を促進する固定資産税の特例措置により、約１，４２０万円、２．

７％の減。

軽自動車税は、環境性能割では対象車両の増加、種別割では重課制度の影響な

どにより、約２３０万円、３．１％の増、町たばこ税は、販売本数の減少によ

り、約７３０万円、４．７％の減となりました。

資料の２ページをお願いいたします。

地方譲与税は前年度比１５４万６，０００円、１．９％の増、利子割交付金は、

４８万７，０００円、３７．８％の増、配当割交付金は８０５万８，０００円、

３４．２％の増、株式等譲渡所得割交付金は１，６６０万７，０００円、６６．

１％の増、法人事業税交付金は８万１，０００円、０．１％の減、地方消費税

交付金は２，４０１万６，０００円、４．８％の増、ゴルフ場利用税交付金は

８０万３，７９０円、５．９％の減、環境性能割交付金は２６８万９，０００

円、１８．１％の増、地方特例交付金は、定額減税減収補塡分の増加により、

８，５７３万７，０００円、１７０．０％の増、地方交付税は、基準財政需要

額の増加などにより、２億２，１２５万６，０００円、１３．１％の増、交通

安全対策特別交付金は５万３，０００円、２．２％の減、分担金及び負担金は、

２，６６９万３，６７９円、１６．１％の増、使用料及び手数料は９９万９，

０１６円、１．２％の減、国庫支出金は物価高騰対応重点支援地方創生臨時交

付金（給付金・定額減税分）の増などにより、３億２，０８７万８，８５１円、

３１．０％の増、県支出金は２，８２６万７，１５０円、５．０％の増、財産

収入は１５万９，６３８円、１．７％の減、寄附金はふるさと応援寄附金の増

などにより、３，１８９万７，３８４円、３４．７％の増、繰入金は財政調整

基金繰入金の増などにより、８，５５５万７，７００円、２２．８％の増、繰

越金は４，８６１万９，３５５円、２７．０％の減、諸収入はデジタル基盤改

革支援補助金の増などにより、７，３５５万３，８６７円、２８．２％の増、

町債は衛生債の増などにより、４億５，７７２万円、７９．７％の増となりま

した。

次に、歳出の款ごとの説明を、決算報告書により行います。

決算報告書をお願いいたします。４５ページをお開きください。

１款、議会費です。

議会費では、定例会４回が招集され、議案６９件、報告８件について慎重に審

議しました。それぞれについて適正妥当な結論を導き、議会の権能と責任を果

たすよう努め、町民に分かりやすい開かれた議会活動と円滑な議会運営を行い

ました。

次に、２款、総務費です。

４７ページ、一般管理費の一般管理一般事務費では、遠野市との友好都市共同
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宣言調印１０周年にあたることから、様々なイベント等を行い、友好の絆を再

確認しました。

令和６年度から、福崎町個人情報安全管理措置要綱に基づく自己点検や内部監

査を行いました。

４９ページ、一般管理一般事務費（令和５年度からの繰越事業）では、町長車

の車両更新を行い、さらに安全性と汎用性が向上しました。

５６ページ、下段、財産管理費の財産管理一般事務費では、工事・業務の発注

について、入札事務の効率化及び入札参加者の利便性の向上を目的に、電子入

札システムを導入しました。

６２ページ、中段、地域振興費では、自立（律）のまちづくり交付金事業や地

域交流広場事業、アドプト事業、福崎まつり運営事業などを行いました。

６７ページ、中段、ふるさと応援寄附金事業では、令和６年度にふるさと納税

プロジェクトチームを立ち上げ、全５回の会議を実施しました。商工会や議会

など外部の意見を取り入れながら、町全体として、さらなる寄附額の増額に向

け取り組みました。

７０ページ、地域活性化事業では、助成金や企業版ふるさと納税などを有効に

活用して、第２回全国手話ダンス甲子園事業、ガジロウＣＵＰ（ジュニアゴル

フ大会）などを実施しました。

７２ページ、情報管理費の情報管理推進事業では、行政事務のデジタル化につ

いて、庁内ネットワークを無線化し、幹部職員用タブレット端末を整備するな

ど、資料のペーパーレス化に取り組むとともに、生成ＡＩを搭載した音声文字

起こしツールを導入しました。

７６ページ、文珠荘管理費では、ふれあいの館として、利用しやすい施設を目

指し、適正な管理運営に努めました。イベントなどを開催し、来館者数や売上

げの増加につなげました。

７７ページ、中段、コミュニティセンター運営費では、館内の空調設備につい

て、５部屋の更新を行い、全ての部屋の更新が完了しました。

７９ページ、定額減税補足給付金給付事業では、事務処理基準日における対象

者３，７１２件、１億６，２９４万円のうち、申請者は３，６５４件で、辞退

者２件を除いた３，６５２件に１億６，１１０万円を給付しました。

８１ページ、戸籍住民基本台帳費の戸籍一般事務費、総合窓口管理事業では、

氏名の振り仮名を戸籍等に記載する事務を行うため、令和５年度からの繰越し

と令和６年度予算を併せて、電算システム等の改修を行いました。

８６ページ、下段、選挙費の衆議院議員選挙事業は衆議院の解散に伴い執行、

８７ページ、兵庫県知事選挙事業は兵庫県知事の失職に伴い執行した選挙で、

いずれも適正な選挙事務を行いました。

９１ページ、下段、監査委員費では、公正で合理的な行政運営確保のため、福

崎町監査基準及び監査計画に基づいて決算審査を５日、定期監査を４日、例月

出納検査を１２日、延べ２１日間の監査等を行いました。

次に、３款、民生費です。

９３ページ、社会福祉総務費では、民生委員・児童委員活動、社会福祉協議会

への委託料・補助金、巡回バス運行補助、給付金支給等に要した費用を支出し

ました。

同じページ、社会福祉一般事務費では、長引く物価高騰の影響で、貧困や生活

困窮に対する課題が続いていることを受け、フードドライブの実施や就労支援

に取り組みました。また、「福崎町の福祉 福祉サービスのしおり」を発行し、
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町内全戸に配布しました。

９６ページ、下段、社会福祉協議会運営委託事業では、福祉施策がより有効に

実施できるように、給食サービス事業やミニデイ事業、障がい者相談支援事業

等を委託して実施しました。

１０８ページ、低所得世帯・低所得子育て世帯支援臨時給付金（物価高騰臨時

給付金）では、令和５年度からの繰越事業で、住民税均等割のみ課税世帯に対

して１世帯当たり１０万円を給付、また、子育て加算として、１人当たり５万

円を給付しました。

同じページ、最下段、低所得世帯・低所得子育て世帯支援臨時給付金（物価高

騰世帯給付金）では、新たに住民税の所得割が非課税となる世帯に対して、１

世帯当たり１０万円を給付、また、子育て加算として、１人当たり５万円を給

付しました。

１１０ページ、中段、防犯対策事業では、兵庫県による自動録音電話機等普及

促進事業が展開され、６５歳以上の方が属する世帯を対象に補助を行いました。

区長会要望を受け、令和６年度から５年間にわたって、各小学校区に毎年１基

ずつ、町が主体となって防犯カメラを設置することになりました。

１１１ページ、下段、巡回バス運行事業では、巡回バス「サルビア号」は、ま

ちなか便１台、郊外便２台の計３台での運行を行いました。川西便について、

ＪＲ時刻表の改編に伴い、時刻表を見直しました。

１１３ページ、障害福祉費では、障がいのある方が住み慣れた地域で安心して

暮らせるよう、福祉の充実と向上を図りました。また、関係団体及び機関と連

携を図りながら障がいへの理解を深め、ライフスタイルに応じた情報提供やサ

ービス提供を行いました。

令和６年１０月に、手話言語条例が施行されました。

１２４ページ、中段、老人福祉費では、老人クラブへの助成金、敬老祝賀に要

した経費、中播広域シルバー人材センター運営費、老人福祉給付、通院支援サ

ービス、人生いきいき住宅助成などに要した費用を支出しました。

１３１ページ、医療助成費では、高齢期移行者、重度障がい者、乳幼児等、母

子家庭等、高齢重度障がい者及び子どもの福祉増進を図るため医療費を助成し

ました。

議案資料の３０ページ、３１ページに福祉医療の月ごとの実績表や年度比較表

をお示ししています。

１３８ページ、養護老人ホーム運営費では、環境上の理由及び経済的理由によ

り、家庭での生活が困難な高齢者を受け入れて、生活援助を行いました。導入

から６年を経過した業務管理システムの入替えを行いました。

１４０ページ、児童福祉総務費では、児童の健全な育成のため、障がいのある

児童に対して年金や就学援助金を支給したほか、母子・父子家庭にも就学援助

金を支給しました。また、赤ちゃん誕生祝記念品として絵本等を贈呈しました。

１４２ページ、学校教育課における子ども子育て支援事業では、令和７年度か

ら令和１１年度までの５年間を計画期間とする「福崎町第３期子ども・子育て

支援事業計画」を策定しました。

また、子ども・子育て支援システムの改修を行いました。

１４３ページ、保健センターにおける子ども子育て支援事業では、妊娠期から

全ての子どもと家庭を対象として、包括的、継続的に支援を行うことを目的に、

母子保健と児童福祉を連携させた「福崎町こども家庭センター（ふくさきっこ

ステーション）」を設置しました。
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また、適切な支援を目的に、「こども育成相談支援システム」を導入しました。

１４４ページ、最下段、児童手当費では、次代を担う児童の健全な育成と資質

の向上、家庭生活の安定を目的として、児童手当を支給しました。令和６年１

０月から、児童手当制度が一部改正となり、給付が拡大されました。

１４６ページ、保育所費では、福崎町に住所を有し、保護者の就労等の事情に

より町外の保育所を利用した児童の費用について、該当する私立保育所等の設

置者に対して委託料等を支出しました。

１４７ページ、認定こども園費では、町内及び町外の認定こども園を利用し、

就学前教育・保育を希望する児童のための費用を支出しました。

１５３ページ、子育て支援施設費では、子育て支援センターと子育て学習セン

ターを、子育て中の親子が気軽に集い、交流できる場として提供し、子育ての

孤立化や負担感の軽減を図りました。

１５６ページ、学童保育費では、共働き家庭など、学校から帰宅しても誰もい

ない留守家庭の小学生の保護・健全育成を図ることを目的に、学童保育を行い

ました。

放課後子ども教室では、帰宅時の安全を確保するとともに、地域における子ど

もの居場所づくりに努めました。

１６０ページ、下段、災害救助費では、能登半島地震の被災地支援のための職

員派遣に要した費用や、令和６年８月３０日に接近した台風１０号に備えて出

動した職員に対する手当を支給しました。

議 長 議案の説明の途中ですが、しばらく休憩いたします。

再開を１０時５５分といたします。

◇

休憩 午前１０時３７分

再開 午前１０時５５分

◇

議 長 会議を再開いたします。

会 計 管 理 者 続きまして、４款、衛生費の説明をさせていただきます。

１６３ページをお願いいたします。

保健衛生総務費では、職員等の人件費、母子保健事業及び食育推進事業、救急

医療体制整備、保健事業協力団体等への負担金及び補助金など、保健衛生に要

した費用を支出しました。

１６６ページ、中段、母子保健事業では、健やかに妊娠期を過ごし、安心・安

全な出産を迎え、母子ともに健康に過ごせるよう支援しました。また、母親が

育児不安を解消し、積極的に子育てできるよう支援を行いました。

１６８ページ、下段、食育推進事業では、福崎町すこやかヘルスプランに沿っ

て、ライフステージに応じた食育事業に取り組みました。

１７０ページ、下段、妊娠出産子育て応援給付金給付事業では、妊娠期から出

産・子育てまで、一貫して身近で相談に応じ、ニーズに即した必要な支援につ

なぐ、伴走型の相談支援の充実と、経済的負担軽減を一体的に実施しました。

１７２ページ、中段、予防費では、住民の健康増進のため、予防対策として、

予防接種事業、成人保健事業、自殺対策事業などを行いました。

同じページ、予防接種事業では、新型コロナウイルス予防接種が高齢者対象に

定期化され、１０月から３月に実施しました。任意予防接種では、新たに高齢

者帯状疱疹予防接種を行いました。

１７７ページ、中段、成人保健事業では、６月と７月に町ぐるみ健診を１１日
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間実施、また、未受診者を対象に１１月に２日間健診を行いました。

１８２ページ、保健センター運営費では、令和５年度に作成した設計を基に、

大規模な防水改修工事を施工しました。

１８５ページ、中段、公害対策費の公害対策事業では、工場等からの公害発生

を未然に防止するため、主要な事業場と公害防止協定を締結し、事業場からの

排水調査や主要河川の水質調査を行いました。

１８７ページ、自然保護費では、自然歩道の補修や維持管理を行い、利用を促

進するとともに、「福崎町自然歩道を歩こう大会」を開催し、自然保護に対す

る認識を深めました。

１８８ページ、中段、し尿処理費では、中播衛生施設事務組合への負担金やし

尿くみ取り業務等、し尿処理に要した費用を支出しました。

議案資料の３２ページ、３３ページに、中播衛生施設事務組合の決算概要など

をお示ししています。

１９０ページ、下段、ごみ処理費では、くれさか環境事務組合、中播北部行政

事務組合への負担金やごみ収集・運搬業務等、ごみ処理に要した費用を支出し

ました。次期ごみ処理施設の建設は、令和６年度ではプロポーザル方式による

事業者選定を実施し、施設建設工事請負契約を締結しました。また、用地造成

工事の約６割が完了したため、出来高払いを行いました。

議案資料の３４ページから３６ページまでにくれさか環境事務組合の決算報告

書などを、また、３７ページには、中播北部行政事務組合会計の決算概要をお

示ししています。

次に、５款、農林水産業費です。

１９５ページ、下段、農業委員会費では、農地法に基づく農地の許認可などの

法令事務や、農地対策として、農地の確保と農地利用の最適化を推進しました。

また、農地パトロールを実施し、耕作放棄地の解消に努めました。

１９９ページ、農業振興費では、地域における営農活動に対して支援を行い、

農業経営の安定化を図るとともに、特産もち麦の産地振興及び農産物の生産・

供給体制を整え、地産地消を推進しました。

２０２ページ、中段、農地集積・集約化支援事業では、「人・農地プラン」が

法制化され、令和５年度から６年度の間に、地域での話し合いによる、目指す

べき将来の農地利用の姿を明確化した、地域計画を策定しました。

２０５ページ、中段、中山間地域等直接支払推進事業では、農業生産条件が不

利な中山間地域等において、農地を継続的に維持・管理していく集落を対象に、

農業生産活動を支援しました。

２０６ページ、多面的機能支払交付金事業では、高齢化の進行、農業の担い手

不足により、適切な維持管理が困難となっている地域資源の保全を図り、地域

ぐるみで行われる取組を支援しました。

２１１ページ、下段、農業構造改善施設運営費では、春日ふれあい会館と春日

山キャンプ場の管理運営と施設改修を行いました。春日山キャンプ場では、老

朽化していたバンガロー３棟を解体しました。

２１３ページ、水田活用推進対策費では、国が実施する経営所得安定対策の下、

水田収益力強化を推進しました。

２１４ページ、中段、農地費では、農業経営の生産性を高めるため、経営の安

定に資する農業基盤の整備を行いました。

２２０ページ、緊急自然災害防止対策事業では、相新地区の転倒ゲート油圧ユ

ニット及び扉体水密ゴムの更新を行い、水利施設本来の機能を確保しました。
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同じページ、下段、国土調査費では、国土調査法に基づく地籍調査（山林）を

実施しました。

２２２ページ、下段、県営ほ場整備事業では、高岡福田地区の農地を大区画に

整備しました。

２２４ページ、下段、ため池整備事業費では、水害、地震対策を必要とするた

め池等の整備及び点検を実施し、農村地域の防災力向上を図りました。

２２７ページ、町営ため池整備事業では、令和５年度からの繰越予算で、ため

池堤体改修工事を実施予定の（南大貫）宮の池仮設道路設置工事を実施しまし

た。

２２８ページ、中段、林業振興費では、松くい虫被害木の伐倒を実施し、環境

保全と景観の改善を図りました。有害鳥獣駆除事業については、福崎町猟友会

と連携して駆除活動を行うとともに、防護柵を設置し、農林業被害の軽減に努

めました。

森林環境譲与税を活用して、高岡地区で間伐を主とした森林整備を実施しまし

た。

次に、６款、商工費です。

２３７ページ、商工総務費では、工業団地協議会との調整や工業団地調整池等

の維持管理を行いました。

２４０ページ、中段、商工業振興費の中小企業振興事業では、１０％のプレミ

アム付商品券「福崎町中小商業者応援券」を発行しました。また、産業活性化

緊急支援事業による町内業者の振興を図りました。

２４１ページ、中段、観光振興事業では、ガジロウスライダーの設置、役場庁

舎駐車場前観光大看板改修に加え、妖怪ベンチは２２基目となる「砂かけ婆」

を設置し、新たな誘客につなげました。

２４６ページ、駅前観光交流センター管理事業では、観光客だけでなく、地域

住民、起業家などの交流拠点として活動しました。施設整備では、ガジロウト

リックアート等を設置しました。

２４８ページ、中段、春日山整備事業では、山頂のシンボルツリーを照らす照

明設備を設置しました。

２４９ページ、もちむぎのやかた管理事業では、物価高騰や人件費高騰等によ

り観光ツアー数が減るなどの影響を受け、レストラン利用人数は、前期と比較

して約５％の減となりました。

２５０ページ、中段、地域観光新発見事業では、観光庁の補助を受け、もちむ

ぎ新商品やもち麦レシピの開発、多言語対応ホームページの作成などに取り組

みました。また、東京丸の内イベントやＮＩＰＰＯＮＩＡモニター宿泊などの

体験コンテンツを実施しました。

２５１ページ、下段、消費者行政費では、町民がより安全で安心して生活でき

るよう、消費者の被害を未然に防止するための講座や相談事業を実施しました。

２５５ページ、企業会館運営費では、指定管理者の福崎工業団地協議会に、企

業会館の運営及び管理を委託しました。

次に、７款、土木費です。

２５７ページ、道路橋梁総務費では、道路橋梁全般の管理に要した費用を支出

しました。

２５８ページ、道路維持管理事業では、道路安全施設の修繕及び街路樹剪定や

道路清掃などの美化作業を推進し、通行の安全確保、交通事故の防止に努めま

した。
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２５９ページ、道路改修費の道路維持改修事業では、地域からの改修要望を受

け、安全で機能的な道路として整備するため、道路等級に応じて地域に一定の

負担を求めながら道路整備を進めました。また、状況に応じ緊急工事により適

切な維持管理を行いました。

２６２ページ、中段、道路新設改良費では、町道福崎駅田原線は物件調査、用

地買収、物件移転補償、町道千束新町線は用地買収、物件移転補償、町道大貫

山田線は測量設計、物件調査、用地買収、物件移転補償を行いました。

２６５ページ、中段、橋梁改修費では、橋梁を計画的・効率的に維持管理し長

寿命化を図るための定期点検、補修工事等を行いました。

令和５年度に引き続き、道路橋定期点検を実施したほか、無名橋２橋の補修工

事を実施しました。

２６６ページ、下段、河川改修費では、県河川の美化事業として、県と委託契

約を締結して、市川、七種川の清掃及び草刈り等を実施し、河川環境の美化に

努めたほか、町河川の土砂浚渫を実施しました。

２６７ページ、下段、都市計画総務費では、都市計画審議会の運営や地域公共

交通活性化協議会の開催、路線バスを維持確保するための損失補塡に係る補助

金の交付、屋外広告物の許可・指導、福崎町・姫路市連携コミュニティバスの

運行等を行いました。

２７４ページ、下段、まちづくり事業費では、ユニバーサル社会の実現や市街

地整備の推進、市街化調整区域における活力維持に向けた検討等を行いました。

２７７ページ、公園管理費では、市川河川公園やイーストパーク、ふれあい広

場等を、安全で快適な憩いの場として、維持管理しました。

２７９ページ、住宅管理費では、町営住宅を適正に維持管理しました。馬田団

地、山崎団地各２棟、西治団地１棟について、解体撤去工事を行いました。

２８１ページ、中段、空家対策事業では、空き家バンクの登録、更新及び空き

家の実態把握のため、各集落への空き家情報の照会、空き家の現地確認等を行

いました。

次に、８款、消防費です。

２８３ページ、常備消防費の消防事務委託事業では、姫路市への消防事務委託

に要した費用を支出しました。

２８５ページ、下段、中播消防署建替事業では、本署移転候補地における建築

前に係る費用と北部出張所建設にかかる負担金を支出しました。

議案資料の３８ページに消防事務委託経費の決算概要をお示ししています。

２８７ページ、非常備消防費では、災害から郷土を守るため、１本部３２分団

６００人及び機能別消防団員３４人の体制で消防施設を効果的に使い、消防活

動を行いました。

令和５年度から継続して「消防団あり方検討委員会」を開催しました。

２８９ページ、中段、全国消防操法大会運営事業では、全国消防操法大会への

出場に係る選手の活動服や操法器具等の購入費、壮行会の開催経費、事前視察

や大会当日にかかる旅費等を支出しました。

２９０ページ、下段、防災対策費では、移動系防災行政無線設備の保守点検、

兵庫県衛星通信ネットワーク施設等の維持管理、防災備蓄備品の購入などを行

い、災害対応力の向上を図りました。

次に、９款、教育費です。

２９３ページ、教育委員会費では、地方教育行政全般の運営推進に要した費用

を支出しました。教育委員会の会議は、定例会１２回を開催し、教育上の諸問
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題について協議しました。

２９４ページ、事務局費では、不登校支援員等の配置により、児童生徒の問題

解決に早期に対応するとともに、ＩＣＴ支援員を配置し、学校でのＩＣＴ活用

を支援しました。

また、外国語指導助手（ＡＬＴ）を２人配置し、小中学校の英語教育・国際教

育を充実させました。

２９７ページ、下段、小学校費では、小学校における義務教育活動の充実と向

上を図りました。学校施設については、老朽化による不良箇所の更新及び修繕

等を行いました。

３０２ページ、小学校施設長寿命化改良事業では、小学校の特別教室等に空調

設備の設置工事を実施しました。今回の工事で、全教室に空調設備が整備され

ました。また、あわせて、特別教室等の照明ＬＥＤ化工事を実施しました。

３０４ページ、中段、中学校費では、中学校における義務教育活動の充実と向

上を図りました。学校施設については、老朽化による不良箇所の更新及び修繕

等を行いました。

３０８ページ、中学校施設長寿命化改良事業では、中学校の特別教室等に空調

設備の設置工事を実施しました。また、あわせて、特別教室等の照明ＬＥＤ化

工事を実施しました。

３１０ページ、社会教育総務費では、生涯学習の充実、家庭や地域社会におけ

る教育力の向上に資するための社会教育全般にわたる事業の推進、また、青少

年健全育成活動を推進しました。

社会教育委員会を３回開催したほか、二十歳のつどいや吉識雅夫科学賞を実施

しました。

３１２ページ、地域ぐるみ教育支援事業では、土曜英語教室、サマースクール

等の教育支援活動、登下校時の見守りや校内巡視等による学校支援活動に取り

組みました。

３１５ページ、中段、公民館費では、町民が主体的に学習したり、芸術文化に

触れるための講座や教室を開講し、生涯学習の場の提供を推進しました。

３２０ページ、図書館費では、図書や雑誌、視聴覚資料等を収集、保管し、利

用者へ提供することにより、教養や地域研究、レクリエーション等に役立つよ

う取り組みました。

図書館をより長く、安全に安心して利用していただけるよう高圧受電設備改修

工事、氷蓄熱ユニット修理を行いました。

３２２ページ、文化センター管理費では、社会教育及び生涯学習の拠点として

重要な役割を果たしている文化センターを、効率的に管理・運営しました。施

設の耐震診断を実施しました。

３２３ページ、エルデホール運営費では、地域住民の自由な創造活動、地域振

興、文化の発展を図るため、芸術・文化活動の場として貸館を行い、７回の自

主公演事業を実施しました。

３２６ページ、下段、青少年野外活動センター費では、野外活動を通じて、青

少年の健全育成を図り、また、地域住民が自然に触れる機会や交流の場を提供

するため、安全快適な施設管理を行いました。

３２７ページ、下段、人権教育振興費では、自治会研修会をはじめ、家庭や学

校において研修を行い、人権意識の高揚を図りました。また、男女共同参画社

会の実現を目指し事業を推進しました。

３３１ページ、辻川界隈文化振興費では、辻川界隈の文化振興及び文化施設の
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管理・運営を行いました。

同じページ、歴史民俗資料館運営事業では、デジタルサイネージを購入し、吉

識雅夫先生に関連する映像や写真等を放映し、顕彰しました。

３３３ページ、中段、柳田國男・松岡家記念館運営事業では、柳田國男先生と

松岡家の業績を顕彰するため、山桃忌、柳田國男検定、企画展、ふるさと賞等、

年間を通じて顕彰事業に取り組みました。

３３７ページ、中段、文化財保護費では、指定文化財等の助成、埋蔵文化財発

掘調査、文化財保存活用地域計画の推進などを行いました。

３３８ページ、下段、埋蔵文化財発掘調査事業では、高岡・福田地区ほ場整備

事業に伴う調査では、宮ノ前遺跡の調査を実施しました。中播消防署本署建替

事業に伴う調査では、中世の遺構を確認しました。

３４０ページ、保健体育総務費では、生涯スポーツ全般にわたる事業推進のた

め、地域住民対象のスポーツ大会や講習会等を企画し、普及発展を図りました。

また、スポーツ功績賞の表彰を行いました。

３４５ページ、中段、給食運営費では、「福崎町すこやかヘルスプラン」に基

づき、健康教育の一環として、地場産物の活用を推進し、学校給食を生きた教

材として活用した食育に取り組みました。

エネルギー・食糧品価格等の物価高騰の影響を受けた小中学校、認定こども園

に通学、通園する子の保護者を支援するため、令和６年４月から６か月分、学

校給食費等の無償化を実施しました。

３４８ページ、下段、町民グラウンド管理費では、町民第１・第２・第３グラ

ウンドやスポーツ公園の維持管理を行いました。

３５１ページ、中段、スポーツ公園夜間照明改修事業では、スポーツ振興くじ

助成金を申請し、夜間照明設備を改修しました。

３５３ページ、体育館運営費では、生涯スポーツの拠点として各年代層に合っ

たスポーツを選択できるよう、様々な教室・講習会を開催しました。第１体育

館トレーニング室に空調機を新設しました。

次に、１０款、公債費です。

３５７ページ、公債費では、長期借入金の返済額は元金１０億７２７万２，４

４０円で、令和６年度借入総額は、１０億３，２２０万円で、令和６年度末現

在高は、１０３億２，７２６万５，４２７円となりました。

利子は、長期借入金利子３，３９６万４，０５６円と年度内に資金不足が生じ

たために、一時借入れを行った利子１５６万１，２７４円です。

次に、１１款、予備費です。

３５９ページ、予備費は、予算の範囲内で支出できましたので、充用はありま

せんでした。

以上で、決算報告書での説明を終わります。

ここで、議案第４６号説明資料について、かいつまんで説明いたします。議案

資料をお願いいたします。

１ページは、特別会計を含む各会計決算概要と公営企業会計も含む全会計の給

与費明細書です。

２ページから４ページまでは、前年度決算額との比較表です。

５ページ、６ページは、歳入歳出の項ごとの決算表です。

７ページ右側には令和６年度に実施した物価高騰対応に関する主な支援事業と、

それを記載した決算報告書のページ番号の一覧です。

８ページは、地方創生臨時交付金事業の一覧です。
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９ページは、基金の状況です。一般会計の令和６年度末現在高は、１４億９，

３２７万５，７４５円となりました。

１０ページ上段は、不用額についてです。不用額は全体で２億９，９３４万５，

５５９円で、資料の１１ページから１７ページまでには、節別各事業ごとに２

０万円以上の不用額の金額と理由を記載しています。

１０ページ下段は、調定額に対する収入未済額についてです。収入未済額は８，

１９８万２，０５０円で、対前年度４７６万４，３７１円の増となりました。

資料の１８ページから２８ページまでに、町税等、町の徴収金の収納状況や不

納欠損、滞納等の状況について、資料を添付しております。

２９ページは、社会保障財源化分の地方消費税交付金が充てられた社会保障施

策に要する経費の一覧です。

３０ページから３８ページまでは、各事業のところで説明したとおりでござい

ます。

３９ページから４５ページまでに、まち・ひと・しごと創生総合戦略アクショ

ンプラン進捗管理シートをお示ししておりますので、後ほどご参照ください。

以上で、議案第４６号の説明を終わらせていただきます。

続きまして、議案第４７号、国民健康保険事業特別会計決算概要について、ご

説明いたします。

まず、決算書の、国保会計の３６ページをお開きください。

実質収支に関する調書でございます。

歳入総額１８億２，０１５万３，８０７円、歳出総額１７億８，６２７万２，

９０３円、差引額、実質収支額ともに３，３８８万９０４円で、うち２万円を

繰り越しし、残り３，３８６万９０４円は、令和７年度で基金に積立てをしま

した。

３７ページには、財政調整基金の保有状況をお示ししております。決算年度末

の現在高は、２，９４６万４，７６２円でございます。

次に、決算報告書で、概要説明をさせていただきます。

決算報告書をお願いいたします。国保会計の１ページをお開きください。

本文、１行目から、かいつまんで朗読説明をいたします。

国民健康保険制度は、国民皆保険体制の基盤をなす制度ですが、その財政運営

は急速な被保険者の高齢化や医療の高度化等による医療費の増加、また離職者

や低所得者が多いという制度の構造的な問題を抱え、非常に厳しい状況にあり

ます。

令和６年度は、兵庫県から示された標準保険税率を参考に、税率改正を実施し

ました。その他の制度改正の主なものは、課税限度額の見直し、軽減判定所得

基準額の見直し、退職者医療制度の廃止、被保険者証とマイナンバーカードの

一体化等です。令和６年１２月２日から国民健康保険法の一部改正が施行され

たこと等に伴い、被保険者証の新規発行を終了し、マイナンバーカードを持っ

ていない方等には「資格確認書」を発行する運用を開始しました。

２ページの歳入では、１世帯当たりの保険税年額は１５万５，４７０円、１人

当たりの保険税年額は１０万２，８４４円となりました。

国保税の収納率は、現年度分９４．４％、滞納繰越分２４．９％、全体では８

３．５％となりました。

歳出に入ります。

４ページ、２款、保険給付費は、歳出全体の６８．６％を占めています。１項、

療養諸費の９８．９％を占める療養給付費は、前年度と比べて７．４％の減、
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１人当たりで見ると、２．７％の減となりました。

５ページの４款、保健事業費では、特定健康診査については、メタボリックシ

ンドロームに着目し、生活習慣の改善や重症化の予防を目的に実施しました。

健診未受診者対策としては、令和６年度から医療・健診データ等の分析による

タイプ別勧奨を取り入れました。

令和６年度の特定健康診査の受診者数は、集団健診９３３人、個別健診９１人、

計１，０２４人で、受診率は４２．２％、前年度に比べ２．１ポイント増加し

ました。

議案第４７号説明資料の１ページには、２０万円以上の不用額及び、保険税収

納状況、２ページから４ページには、決算勘定表、税の賦課状況についてお示

ししておりますので、ご参照ください。

次に、議案第４８号について、ご説明いたします。

決算書の、後期高齢者医療事業特別会計の２２ページをお開きください。

実質収支に関する調書でございます。

歳入総額３億５，２３２万３，８２６円、歳出総額３億４，３９０万７，６９

７円、差引額、実質収支額ともに８４１万６，１２９円です。

次に、決算報告書で、概要説明をさせていただきます。

決算報告書の後期高齢者医療事業特別会計の１ページをお開きください。

後期高齢者医療制度は、若い世代と高齢者の負担能力を勘案しつつ、現役世代

が高齢者を支えるとともに、高齢者も保険料と医療費の一部を負担することで、

国民皆保険を引き継いでいく、支え合いの仕組みです。

保険料率は、兵庫県内は均一で、２年ごとに改定されます。兵庫県後期高齢者

医療広域連合では、令和６年度に改定され、令和６・７年度の保険料は均等割

額５万２，７９１円で、令和５年度と比較して２，６４４円の増、所得割率１

１．２４％で０．９６ポイントの増となっています。賦課限度額は８０万円で

す。

令和７年３月末の被保険者数は３，２０６人です。

歳出は、人件費のほか、給付・徴収にかかる事務費、広域連合への納付金など

を支出しました。

歳入は、保険料や一般会計からの繰入金が主なもので、繰入金は人件費や事務

費、保険基盤安定納付金に充当しました。

議案第４８号説明資料の１ページには、２０万円以上の不用額及び保険料収納

状況を、２ページ、３ページには、給付費の状況等についてお示ししています

ので、ご参照ください。

次に、議案第４９号について、ご説明をいたします。

まず決算書の介護保険事業特別会計の４６ページをお開きください。

実質収支に関する調書でございます。

歳入総額１９億２２２万４，３４６円、歳出総額１８億８，０８６万５，５９

７円、差引額、実質収支額ともに２，１３５万８，７４９円で、うち２万円を

繰越金とし、残り２，１３３万８，７４９円を、令和７年度で基金に積立てを

しました。

４７ページには、財政調整基金の保有状況をお示ししております。決算年度末

の現在高は、１億８７７万７，０６６円でございます。

次に、決算報告書で、概要説明をさせていただきます。

決算報告書の介護保険事業特別会計の１ページをお開きください。

介護保険制度が平成１２年に施行されてから２４年が経過し、令和６年度は第
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９期事業計画の初年度となりました。第９期事業では、第８期に引き続き、高

齢者がいつまでも健康で、いきいきと生活を送ることができるよう介護サービ

ス提供体制の充実を図り、安心して安定的にサービスが利用できるよう努めま

した。

第９期の主な改正点として、第９期介護保険料を見直し、基準月額を６，１６

０円から６，２６０円としました。所得段階は、介護保険制度の持続可能性を

確保する観点から、国が示す標準段階に合わせ１３段階としました。

また、介護報酬が改定され、令和６年度の改定率は全体でプラス１．５９％と

なりました。

包括的支援事業では、「地域で考える医療と介護の講演会」を行い、寸劇を通

して、地域住民の医療・介護の理解を深めました。地域支え合い会議は、自治

会福祉担当者による「我が事会議」を１７自治会が開催しました。

地域介護予防活動助成事業は、地域の自主的な介護予防・支え合い活動を支援

する事業として、「地域ふくろうの会」「ふれあい喫茶」「認知症カフェ」な

ど５３団体に補助金を支給しました。

２ページ、３ページの歳入では、保険料の収納率は、現年度分９９．７％、過

年度分３０．１％、全体では９９．２％となりました。

歳出の４ページ中ほど、令和６年度の保険給付費は１７億７０７万１８１円で、

歳出総額の９０．８％を占めています。対前年度比７．９％の増となりました。

議案第４９号説明資料の１ページには、２０万円以上の不用額及び保険料収納

状況、２ページには事業状況、３ページ、４ページには決算勘定表、５ページ

には月別の給付状況等をお示ししておりますので、ご参照ください。

以上、議案第４６号から議案第４９号までの４議案につきまして、一括説明を

させていただきました。よろしくご審議賜り、認定いただきますようお願いい

たします。

日程第１０ 議案第５０号 令和６年度福崎町水道事業会計決算認定について

日程第１１ 議案第５１号 令和６年度福崎町工業用水道事業会計決算認定について

日程第１２ 議案第５２号 令和６年度福崎町下水道事業会計決算認定について

議 長 日程第１０、議案第５０号、令和６年度福崎町水道事業会計決算認定について

から、日程第１２、議案第５２号、令和６年度福崎町下水道事業会計決算認定に

ついてまでの３議案を一括議題といたします。

各議案に対する詳細なる説明を求めます。

上下水道課長 議案第５０号から議案第５２号までの３議案について、ご説明申し上げます。

これらの議案につきましては、地方公営企業法第３０条第４項の規定に基づき、

令和６年度の水道事業会計、工業用水道事業会計、及び下水道事業会計の決算に

ついて、議会の認定をお願いするものでございます。

議案第５０号、水道事業会計決算からご説明申し上げます。

決算書の１、２ページをお開きください。

水道事業の決算報告書です。この報告書は、予算に対する執行実績を示したも

ので、消費税込みで表示しております。

まず、収益的収入及び支出です。

収入は、１款、水道事業収益、予算額４億３，０６０万円に対しまして、決算

額４億１，８４０万３，１４７円、予算額と比較して１，２１９万６，８５３円

の減であります。各項の決算額は、１項、営業収益３億１，６２８万９，３９２
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円。２項、営業外収益１億２１１万３，７５５円。３項、特別利益はありません

でした。

支出は、１款、水道事業費用、予算額４億１９万８，０００円に対しまして、

決算額３億８，５９２万３，６５１円、不用額は１，４２７万４，３４９円とな

りました。各項の決算額は、１項、営業費用３億７，６８９万４，９７４円。２

項、営業外費用９０２万８，６７７円。３項、特別損失はありませんでした。

３、４ページは、資本的収入及び支出です。

収入は、１款、資本的収入、予算額３億７，１６０万円に対しまして、決算額

２億４，０１５万８，５０３円、予算額と比較して１億３，１４４万１，４９７

円の減となりました。各項の決算額は、１項、企業債１億３，５４０万円。２項、

出資金４，８１０万円。３項、補助金４，４５３万３，６０３円。４項、工事負

担金は１，２１２万４，９００円でした。

支出は、１款、資本的支出、予算額６億１６０万円に対しまして、決算額３億

６，９５２万８，４２７円、翌年度への繰越しは２億２，０９５万３，０００円、

不用額は１，１１１万８，５７３円となりました。各項の決算額は、１項、建設

改良費３億３，５５３万６，３００円。２項、企業債償還金３，２５８万１，１

６８円。３項、固定資産購入費は１４１万９５９円でした。

なお、欄外、資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億２，９３６万９，

９２４円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２，５４８万７９

６円、過年度分損益勘定留保資金６，２８１万３，９４６円、建設改良積立金４，

１０７万５，１８２円で補塡をいたしました。

次に、決算の概要をご説明いたします。

１３ページをお開きください。

令和６年度の給水量は、２３３万８，７１５㎥で前年度と比べ０．３％の増、

給水収益につきましては、２億７，７９３万８，６４１円で０．７％の増収とな

りました。給水戸数は前年度より３９戸増加しております。

料金体系につきましては、令和６年１０月１日から用途別料金体系を口径別料

金体系へ移行しております。

費用においては、昨今の急激な物価上昇とともに、人件費や動力費が増加しま

したが、経費削減などに努めた結果、増加幅を抑制することができました。

料金回収率は、給水原価が供給単価を上回り、目標とする１００％に届きませ

んでしたが、純利益は前年度同水準を確保しております。

有収率につきましては、前年度比０．６ポイント増加し、９６．２％となりま

した。

建設改良事業では、八反田水管橋耐震補強工事に着手しており、令和６年度か

ら８年度の３年間での完成を目指しております。そのほか、福崎企業団地連絡管

布設工事（第２工区）などを完了、今後も老朽化した水道管の入替え工事を進め

てまいります。

なお、議案第５０号説明資料、１、２ページに、水道料金及び送配水量の表を

添付しておりますので、ご参照ください。

次に決算書１４ページ、（２）は経営指標に関する事項です。下の経営指標の

推移の表と併せてご覧ください。

まず、経営の健全性を表す経常収支比率は、前年度比０．１ポイント低下し、

１０１．９％となりました。近年は、健全経営の水準とされる１００％を上回り、

単年度収支も黒字を確保しております。

料金回収率につきましては、前年度と比べ０．２ポイント上昇し、９７．３％
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となりました。１００％を下回っておりますので、事業に必要な費用を給水収益

で賄えていないことになります。

また、有形固定資産減価償却率は、償却資産における減価償却済みの部分の割

合を示す比率で、令和６年度は４８．７％と、表では年々比率の上昇が見られま

す。この比率の上昇は、施設の老朽化度合いが徐々に進んでいることを示してお

ります。

一方、管路更新率は、年間の管路更新実績の割合で、令和６年度は０．８％と

なりました。現在は、送水管など基幹管路の更新を進めておりまして、計画的に

耐震管への入替えを行っております。

次の１５ページは、建設改良工事の契約内容を、１６、１７ページは給水工事

や保全工事など、１８ページは業務量をお示ししております。

１８ページの業務量①の給水戸数は８，５０７戸で、前年度から３９戸の増、

③の配水総量は２４２万９，８７０㎥で、有収率は９６．２％であります。

１９ページは事業収入、２０ページには事業費用を取りまとめております。

２０ページ下の給水原価は、１㎥当たり１５９円５９銭、長期前受金戻入を控

除した給水原価は１２２円８銭。供給単価は１㎥当たり１１８円８４銭となりま

した。

２１ページは重要契約の要旨、及び企業債の概要です。

令和６年度の企業債発行額は、総額で１億３，５４０万円。償還額は３，２５

８万１，１６８円で、年度末残高は１０億１，０１６万７，３８３円となりまし

た。

２２ページは、その他といたしまして、補助金等の使途について、充当先を記

載しております。

２３ページは、キャッシュ・フロー計算書です。

上段、当年度純利益は６９９万３，２８１円。下から３段目、４の資金増減額

は３，０６６万６，８１４円の減、５の期首残高と併せまして、６の期末残高は

９億９，５２４万３，６３９円となりました。

２４ページからは、収益費用明細書です。

まず、収益では、水道事業収益は３億８，０５３万７，９２７円、営業収益は

２億８，７７３万６，１１４円で、主なものは、水道料金２億７，７９３万８，

６４１円や、手数料などでございます。水道料金につきましては、１９ページの

表にも用途別でお示しをしておりますが、営業用の給水収益が増収となりました。

２４ページ中段、営業外収益は９，２８０万１，８１３円で、主なものは、長

期前受金戻入、分担金などです。

２５ページからは、費用です。

水道事業費用は３億７，３５４万４，６４６円で、うち営業費用は３億６，４

８１万４，２８９円です。

主なものは、原水及び浄水費では水源地の動力費、配水及び給水費では２６ペ

ージの委託料や県水受水費などでございます。

中段、総係費は３，７４８万４，８２５円で、主なものは職員の給料や委託料

などでございます。

２７ページでは、減価償却費が２億７３万７，０３８円、営業外費用は支払利

息などで８７３万３５７円となっております。

次に、２８ページからは、資本的収入及び支出の明細書です。

資本的収入は２億４，０１５万８，５０３円で、内訳は企業債１億３，５４０

万円、一般会計からの出資金４，８１０万円、国庫などの補助金４，４５３万３，
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６０３円、工事負担金１，２１２万４，９００円となっております。

２９ページ、資本的支出は３億３，８８９万６，８５８円。内訳は、八反田水

管橋耐震補強工事や給水工事費などの建設改良費で３億５０３万３，０００円、

企業債償還金で３，２５８万１，１６８円、固定資産購入費は１２８万２，６９

０円となりました。

３０ページは固定資産明細書、３１ページは企業債明細書でございます。

次に、５ページにお戻りください。

損益計算書です。税抜きでの表示です。

営業収益は、給水収益から、その他営業収益までの合計２億８，７７３万６，

１１４円。

営業費用は、原水及び浄水費から、その他営業費用までの合計３億６，４８１

万４，２８９円。

営業利益はマイナス７，７０７万８，１７５円で、前年度と比べ約５０万円損

失が減っております。

営業外収益は、受取利息及び配当金から雑収益までの合計９，２８０万１，８

１３円。

営業外費用は、支払利息と雑支出を合わせて８７３万３５７円。

差引き、営業外での利益は８，４０７万１，４５６円で、前年度比約１００万

円の減、営業利益と合わせた経常利益は６９９万３，２８１円となり、前年度比

では約５０万円の減となりました。

当年度純利益は経常利益と同額で、前年度繰越利益剰余金とその他未処分利益

剰余金変動額を加えた、当年度未処分利益剰余金は１億７，８２６万９７４円と

なりました。

６ページは、剰余金計算書です。

まず、一番左の列、資本金は、一般会計からの出資金４，８１０万円を受け入

れたことにより、当年度末残高は最下段１９億６，０５２万４，３８６円となり

ました。中ほどの列、資本剰余金合計は変わらず４億３，５１４万９，４８１円。

利益剰余金では、建設改良積立金を４，１０７万５，１８２円取り崩し、積立金

残高は３億２，１９０万６，２２８円、その右の列、未処分利益剰余金は、積立

金取崩し額と当年度純利益６９９万３，２８１円を合わせて１億７，８２６万９

７４円、そして、その右の利益剰余金合計は、５億８，４５２万３７８円となり

ました。資本全体では合計で、２９億８，０１９万４，２４５円となっておりま

す。

７ページは、剰余金処分計算書（案）でございます。

当年度未処分利益剰余金１億７，８２６万９７４円のうち、４，１０７万５，

１８２円を処分して資本金へ組み入れ、処分後残高を１億３，７１８万５，７９

２円にしたいと考えております。

９ページからは、貸借対照表です。税抜きでの表示です。

資産の部、固定資産は、有形固定資産と無形固定資産の合計で、中段やや下の

４９億３，０８２万６，３９８円、前年度比約１億５００万円の増となりました。

詳細は、３０ページ固定資産明細書、及び議案第５０号資料５ページから７ペー

ジをご参照ください。

次の流動資産は、現金預金から有価証券までの合計で、下から２段目１２億５，

３４５万８，３９１円、資産合計はその下６１億８，４２８万４，７８９円、前

年度比約１億３，２００万円の増となりました。

１０ページは負債の部で、固定負債は企業債の９億７，８４１万８，３２０円、
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流動負債は、１年以内に償還する企業債からその他流動負債までを合わせた合計

２億７，４２３万１，３２１円、繰延収益合計は中段１９億５，１４４万９０３

円で、負債合計はその下３２億４０９万５４４円、前年度比約７，７００万円の

増となりました。

資本の部は、資本金１９億６，０５２万４，３８６円と資本剰余金並びに１１

ページの利益剰余金で、資本合計は１１ページ下から２段目２９億８，０１９万

４，２４５円、前年度比約５，５００万円の増となりました。

以上、議案第５０号の説明とさせていただきます。

続きまして、議案第５１号について、ご説明申し上げます。

工業用水道事業会計決算書１、２ページをお開きください。

決算報告書です。税込みでの表示となります。

まず、収益的収入及び支出です。

収入は、１款、工業用水道事業収益、予算額５，０１０万円に対しまして、決

算額４，５５３万３，１５９円、予算額と比較して４５６万６，８４１円の減で

あります。各項の決算額は、１項、営業収益３，４９２万５，３８０円。２項、

営業外収益１，０６０万７，７７９円です。

支出は、１款、工業用水道事業費用、予算額４，８５１万８，０００円に対し

まして、決算額４，２１２万５，２３４円、不用額は６３９万２，７６６円とな

りました。各項の決算額は、１項、営業費用３，９９５万２，８４３円。２項、

営業外費用２１７万２，３９１円です。

３、４ページは、資本的収入及び支出です。

収入は、１款、資本的収入、予算額２，４５０万円に対しまして、決算額１，

１９０万円、予算額と比較して１，２６０万円の減となりました。各項の決算額

は、１項、企業債１，１９０万円。２項、工事負担金は、ありませんでした。

支出は、１款、資本的支出、予算額５，０００万円に対しまして、決算額２，

８７２万８，８５６円、不用額は２，１２７万１，１４４円となりました。各項

の決算額は、１項、建設改良費２，０２４万８，８００円。２項、企業債償還金

は、８４８万５６円です。

なお、欄外、資本的収入額が資本的支出額に不足する額１，６８２万８，８５

６円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１８４万８００円、過

年度分損益勘定留保資金１，４９８万８，０５６円で補塡をいたしました。

次に、決算の概要をご説明いたしますので、１３ページをお開きください。

令和６年度の契約水量は、前年度から日量３０㎥の減となり、１，８２０㎥、

給水量は５５万５，２４６㎥で、前年度と比べ３．９％の減となりました。これ

に伴い、給水収益も３．９％の減収、３，０７５万２３３円となりました。

また、有収率は０．５ポイント上昇し、９８．３％となりました。

収益的収支では、全体の収入は給水収益が減少したことで、前年度比２．０％

の減、費用では人件費の増加などにより、前年度比４．５％の増となりました。

この結果、純利益は１５６万８，００４円、前年度比６２．４％の減少となり

ましたが、継続して黒字は確保しております。

資本的支出においては、七種川水管橋更新工事のための詳細設計業務を委託し

ました。令和７年度から８年度の２年間で同工事を進めてまいります。

議案第５１号説明資料１、２ページには、工業用水道料金及び使用水量に係る

資料を添付しておりますので、ご参照ください。

次に決算書１４ページ、（２）は経営指標に関する事項です。下の経営指標の

推移の表と併せてご覧ください。
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まず、経営の健全性を表す経常収支比率は、前年度と比べて６．９ポイント低

下し、１０３．９％、料金回収率も９．８ポイント低下し、１０４．７％となり

ました。いずれも給水収益の減少と費用の増加が主な要因であります。

また、有形固定資産減価償却率は５２．５％となり、年々管路などの老朽化が

進んでおります。管路更新率は近年０％となっておりますが、令和７年度から老

朽管の更新を進めております。

１５ページは、建設改良工事や保全工事の契約内容と業務量、１６ページは、

事業収入、及び事業費用を取りまとめております。

また、下の給水原価は１㎥当たり７１円１銭、長期前受金戻入を控除した給水

原価は５２円９２銭。供給単価は５５円３８銭となりました。

１７ページは企業債の概要で、本年度の発行額は１，１９０万円、償還額は８

４８万５６円、年度末残高は２億３，８７７万５，８２７円となりました。

１８ページは、キャッシュ・フロー計算書です。

上段の当年度純利益は１５６万８，００４円、下から３段目、４の資金増減額

はプラス９９０万７，０１６円で、５の期首残高と合わせまして、６の期末残高

は１億４，５６０万９３０円となりました。

１９ページからは、収益費用明細書です。

収益は、工業用水道事業収益全体では４，１８２万２，７３４円、営業収益は

３，１７５万３５５円で、水道料金と受託工事収益です。

営業外収益は１，００７万２，３７９円で、主なものは、長期前受金戻入です。

２０ページからは、費用です。

工業用水道事業費用は４，０２５万４，７３０円、営業費用は３，８９７万３，

９３９円で、主なものは、送水及び配水費では動力費など、２１ページでは減価

償却費が主な費用となっております。また、営業外費用では支払利息が１２７万

９，７９６円となりました。

２２ページからは、資本的収入及び支出の明細書です。

資本的収入は１，１９０万円で、全額、企業債の借入れとなっております。

２３ページ、資本的支出は２，６８８万８，０５６円で、内訳は、建設改良費

１，８４０万８，０００円、企業債償還金８４８万５６円となりました。

２４ページは固定資産明細書、２５ページは企業債明細書となっております。

次は、決算書５ページにお戻りください。損益計算書です。税抜きでの表示で

す。

営業収益は、給水収益と受託工事収益で合計３，１７５万３５５円。

営業費用は、送水及び配水費から資産減耗費までの合計３，８９７万３，９３

９円で、営業利益は、マイナス７２２万３，５８４円となりました。前年度比約

２２０万円損失が増えております。

営業外収益は、受取利息及び配当金から、雑収益までの合計１，００７万２，

３７９円。営業外費用は、支払利息と雑支出で１２８万７９１円、差引き、営業

外での利益は８７９万１，５８８円で前年度比約３３万円の減、営業利益と合わ

せた経常利益は１５６万８，００４円となり、前年度比では約２６０万円の減と

なりました。

当年度純利益は、経常利益と同額で、これに前年度繰越利益剰余金を加えた、

当年度未処分利益剰余金は６，５１３万８，９８９円となっております。

６ページは、剰余金計算書です。

最下段の当年度末残高は、資本金では前年度末残高と変わらず５，０９５万２，

８１４円。中ほどの列、資本剰余金合計も変わらず１億５，５５６万７，１１１
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円。右から２列目、利益剰余金合計は、前年度末残高に当年度純利益を加えて９，

６３９万６，３８２円。そして右の資本合計は、３億２９１万６，３０７円とな

りました。

７ページは、剰余金処分計算書です。

当年度未処分利益剰余金６，５１３万８，９８９円につきましては、処分して

積み立てることなく、次年度に繰り越したいと考えております。

９ページは、貸借対照表です。税抜きでの表示となります。

資産の部、固定資産は有形固定資産、土地から建設仮勘定までの合計で、中段

の６億９，１４４万７，８０７円。詳細につきましては、２４ページ固定資産明

細書、及び議案第５１号説明資料３、４ページをご参照ください。

次の流動資産は、現金預金と未収金を合わせて１億４，７１０万１，１００円、

資産合計は８億３，８５４万８，９０７円で、前年度比約１，０６０万円の増と

なりました。

１０ページは負債の部で、固定負債は企業債２億３，０２４万１，５００円、

流動負債は、１年以内に償還する企業債などで合計２，６６４万４，０３６円、

繰延収益合計は、２億７，８７４万７，０６４円で、負債合計は５億３，５６３

万２，６００円、前年度比で約９００万円の増となりました。

資本の部は、資本金５，０９５万２，８１４円と、資本剰余金並びに１１ペー

ジの利益剰余金で、資本合計は１１ページ下から２段目３億２９１万６，３０７

円、前年度比で約１５０万円の増となりました。

以上、議案第５１号の説明とさせていただきます。

議 長 議案の説明の途中ですが、しばらく休憩いたします。

会議の再開を午後１時といたします。

◇

休憩 午後 ０時０７分

再開 午後 １時００分

◇

議 長 会議を再開いたします。

上下水道課長 引き続きまして、議案第５２号について説明を申し上げます。

下水道事業会計決算書、１、２ページをお開きください。

決算報告書です。税込みでの表示となります。

まず、収益的収入及び支出です。

収入は、１款、下水道事業収益、予算額１０億２，８２９万８，０００円に対

しまして、決算額１０億２，６０６万９１２円、予算額と比較して２２３万７，

０８８円の減であります。各項の決算額は、１項、営業収益４億２，２２６万３，

７００円。２項、営業外収益６億３７９万７，２１２円です。

支出は、１款、下水道事業費用、予算額９億９，７１１万８，０００円に対し

まして、決算額９億６，８６９万８，９８８円、不用額は２，８４１万９，０１

２円となりました。各項の決算額は、１項、営業費用８億７，３８１万６，８１

５円。２項、営業外費用９，４８８万２，１７３円であります。

３、４ページは、資本的収入及び支出です。

収入は、１款、資本的収入、予算額７億５，７３１万２，０００円に対しまし

て、決算額４億７，９３０万１，５００円、予算額と比較して２億７，８０１万

５００円の減となりました。各項の決算額は、１項、企業債３億５９０万円。２

項、出資金６，２６０万円。３項、補助金１億１３１万２，０００円。４項、負

担金は９４８万９，５００円です。
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支出は、１款、資本的支出、予算額１１億５，０４９万９，０００円に対しま

して、決算額８億６，４９９万６，１６０円、翌年度への繰越額は２億３７１万

５，０００円で、不用額は８，１７８万７，８４０円となりました。各項の決算

額は、１項、建設改良費２億５，４３４万４，７１９円。２項、固定資産購入費

９６９万７，０３９円。３項、企業債償還金は６億９５万４，４０２円です。

なお、欄外、資本的収入額が資本的支出額に不足する額３億８，５６９万４，

６６０円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１，１６８万２，

４５３円、過年度分損益勘定留保資金４，３７１万９，４２１円、当年度分損益

勘定留保資金３億２，１１３万９，２０１円、繰越利益剰余金９１５万３，５８

５円で補塡をいたしました。

次に、決算の概要をご説明申し上げます。

１３ページをお願いいたします。

令和６年度の有収水量は２２６万７，１６２㎥で前年度と比べ０．９％の減、

下水道使用料は３億４，９６０万７，９２４円で１．１％の減収となりました。

処理状況は、処理区域内人口１万８，４４０人で、汚水処理人口普及率は１０

０％、水洗化率は８３．５％で、前年度と比べ０．７ポイントの増となりました。

費用においては、前年度は営業費用で突発的な支出を計上しましたが、令和６

年度は支出が減少し、前年度比２．６％の減となっております。

一方、収益においては、営業収益で下水道使用料が減少しましたが、営業外収

益で負担金や補助金が増加したことにより、収益全体では前年度比５．３％の増

となりました。

また、上下水道事業審議会において、下水道の使用料水準や使用料体系などに

ついてご審議いただいた結果、公共下水道と農業集落排水の使用料体系を統一し、

使用料の引上げなどについての答申を受けました。この答申に沿って、３月議会

にて関係する条例改正議案を提出し、議会の議決を得ました。

建設改良事業では、雨水整備において、直谷第２雨水幹線工事及び川すそ雨水

幹線工事を進めてまいりました。

汚水整備の管路改良費では、農業集落排水統合詳細設計業務（田口・板坂地区）

を委託しましたが、次年度への繰越し業務となりました。

また、処理場改良費では、令和５年度に引き続き、ストックマネジメント計画

の策定業務を完了し、下水道施設の修繕・改築計画を策定いたしました。

以上、要点となります。

議案第５２号資料では、１、２ページに、下水道使用料及び処理水量の表を添

付しておりますので、ご参照をください。

次に、決算書１４ページ中段、（２）は経営指標に関する事項です。次の１５

ページ上段の表と併せてご覧ください。

まず、経営の健全性を示す経常収支比率は、前年度と比べて上昇し、１０４．

８％となりました。単年度収支が黒字となったことで、１００％を上回っており

ます。

次に、経費回収率につきましては、前年度と比べて低下し、８７．６％となり

ました。依然１００％を下回っておりますので、汚水処理に係る費用が、使用料

以外の収入により賄われていることになります。

また、有形固定資産減価償却率は２５．１％で、比較的新しい施設や管渠であ

ることから、低い水準にとどまっております。

最後の管渠改善率は近年は０％が続いておりまして、当面の更新の必要性は低

いと考えております。
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続きまして、次の１６ページから１７ページにかけては、建設改良工事の契約

内容、１８ページから２０ページは保全工事を、２１ページは業務量で、各項目

において、全体とセグメントごとの数値を記載しております。

中ほどやや上、人口ベースの水洗化率は、８３．５％、中ほどの接続戸数ベー

スの接続率は８３．１％、最下段の有収率は９６．０％となりました。

２２ページは事業収入、２３ページは事業費用となっております。

２３ページ下段の汚水処理原価は、１㎥当たり３９３円、使用料単価は１５４

円となりました。

２４ページ上段の表は、重要契約の要旨、下段の表は、企業債と一時借入金の

状況でございます。

企業債の令和６年度発行額は３億５９０万円、償還額は６億９５万４，４０２

円で、年度末残高は８４億４，８５２万８，７４１円となりました。

一時借入金については、７，０００万円を借り入れましたが、年度内に返済は

完了しております。

２５ページは、その他としまして補助金等の使途について、充当先を記載して

おります。

次の２６ページは、キャッシュ・フロー計算書です。

上段、当年度純利益は４，５６７万９，４７１円。下から３段目、４の資金増

減額はマイナス２，８８２万９，５７９円で、５の期首残高と合わせまして、６

の期末残高は１億６，３３５万４，４４９円となりました。期末の資金残高が多

くなっておりますが、これは未払金が約１億１，６００万円含まれていることに

よるものでございます。

２７ページからは、収益費用明細書です。

まず、収益では、下水道事業収益は９億９，１０８万１，９８９円、営業収益

は３億８，７３０万２，９２４円で、主なものは、下水道使用料３億４，９６０

万７，９２４円や、雨水整備事業に係る一般会計からの負担金などでございます。

中段、営業外収益は６億３７７万９，０６５円で、主なものは汚水事業に係る

一般会計からの負担金や補助金、及び長期前受金戻入などです。

２８ページからは費用です。

下水道事業費用は９億４，５４０万２，５１８円、うち営業費用は８億４，９

８８万５，７３８円で、内訳の主なものは、管渠費、ポンプ場費、処理場費、そ

して、次のページの総係費や３０ページの減価償却費などでございます。

その下の営業外費用につきましては、主なものは、企業債の支払利息でござい

ます。

次に３１ページからは、資本的収入及び支出の明細書です。

資本的収入は４億７，９３０万１，５００円で、内訳は企業債３億５９０万円、

一般会計からの出資金６，２６０万円、国庫補助金１億１３１万２，０００円、

負担金は９４８万９，５００円となっております。

３２ページ、資本的支出は８億４，３４３万６，１２４円。内訳は建設改良費

では、汚水の管路整備費や雨水の管路整備費及びその下の処理場改良費。そのほ

か、固定資産購入費や次の３３ページ、企業債償還金が支出項目となっておりま

す。

３４ページは固定資産明細書、３５ページからは企業債明細書で、公共、農集、

個別排水を合わせた合計額は、４５、４６ページの最下段に記載をしております。

次は、５ページにお戻りください。

損益計算書です。税抜きでの表示です。
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営業収益は、下水道使用料からその他営業収益までの合計３億８，７３０万２，

９２４円。

営業費用は、管渠費から減価償却費までの合計８億４，９８８万５，７３８円

で、営業利益は、マイナス４億６，２５８万２，８１４円となり、前年度から約

２，０００万円損失が減りました。

営業外収益は、他会計負担金から雑収益までの合計６億３７７万９，０６５円。

営業外費用は、支払利息などで９，５５１万６，７８０円。

差引き、営業外での利益は５億８２６万２，２８５円で、前年度比約５，５０

０万円の増。

営業利益と合わせた経常利益は４，５６７万９，４７１円となり、前年度比で

約７，６００万円の増となりました。

当年度純利益は、経常利益と同額で、これに前年度繰越利益剰余金を加えた、

当年度未処分利益剰余金は５，６２０万５，４１８円となっております。

６ページは、剰余金計算書です。

まず、一番左の列、資本金は一般会計からの出資金６，２６０万円を受け入れ

たことにより、当年度末残高は最下段１３億６，４５０万６，５７６円となりま

した。中ほどやや右の列、資本剰余金合計は変わらず３億６，５１３万４，８５

６円。利益剰余金の未処分利益剰余金は、当年度純利益４，５６７万９，４７１

円を加えた５，６２０万５，４１８円で、その右の利益剰余金合計となり、資本

合計は１７億８，５８４万６，８５０円となっております。

７ページは、剰余金処分計算書です。

当年度未処分利益剰余金５，６２０万５，４１８円のうち、１，１９６万６，

２３８円を処分して資本金へ組み入れ、処分後残高を４，４２３万９，１８０円

にしたいと考えております。

９ページからは、貸借対照表です。税抜きでの表示となります。

資産の部、固定資産は有形固定資産、土地から建設仮勘定までの合計で中段の

１６７億５，４４３万９，４１８円。詳細は、３４ページ、固定資産明細書、及

び議案第５２号説明資料５ページから７ページをご参照ください。

次の流動資産合計は下から２段目、１億８，７１７万３５９円で、資産合計は

その下１６９億４，１６０万９，７７７円、前年度比で約３億６，０００万円の

減となりました。

１０ページは負債の部で、固定負債は企業債で７８億５，７７０万７２４円、

中段の流動負債合計は７億１，９８７万４，１３６円、繰延収益合計は６５億７，

８１８万８，０６７円、負債合計は１５１億５，５７６万２，９２７円で、前年

度比約４億７，０００万円の減となりました。

資本の部は、資本金１３億６，４５０万６，５７６円と資本剰余金並びに１１

ページの利益剰余金で、資本合計は１１ページ下から２段目１７億８，５８４万

６，８５０円、前年度比で約１億８００万円の増となりました。

以上、議案第５２号の説明とさせていただきます。

３議案ともよろしくご審議賜り、認定いただきますようお願いを申し上げます。

議 長 令和６年度の全会計の決算につきましては、先般、監査委員による決算審査が

行われ、その意見書が提出されております。

決算審査意見書について、監査委員の説明を求めます。

代表監査委員 それでは、私から令和６年度福崎町決算審査意見書につきましてご説明いたし

ます。

お手元のタブレットの配付資料のファイルをお開き願います。
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意見書は、１つ目は一般会計、特別会計、基金運用状況、２つ目は公営企業会

計、３つ目は健全化判断比率及び資金不足比率です。

初めに、一般会計、特別会計、基金運用状況をお開きください。

１枚おめくりください。

地方自治法第２３３条第２項及び同法第２４１条第５項の規定により、審査に

付された令和６年度の決算及び基金運用状況について審査した結果は、１ページ

以降に記載しております。

１ページをお願いします。

第１、審査の対象は、いずれも令和６年度で、福崎町一般会計歳入歳出決算、

福崎町国民健康保険事業、福崎町後期高齢者医療事業、福崎町介護保険事業の３

特別会計の歳入歳出決算と基金運用状況（用品調達基金・土地開発基金）です。

第２、審査の実施日ですが、令和７年８月４日から８日までの５日間で、中田

貴子監査委員と２名で実施いたしました。

第３、審査の着眼点、第４、審査の実施内容につきましては記載のとおりです

ので省略いたします。

第５、審査の結果ですが、福崎町監査基準に基づき審査した限りにおいて、審

査の対象になった一般会計・特別会計歳入歳出決算書等の記載事項は、いずれも

法令に適合しており、その計数は正確であると認めました。なお、事務処理につ

いては、その一部について、例月出納検査や定期監査等で指摘していますが、お

おむね良好であると認めました。また、基金は、その設置目的に沿って確実かつ

効率的に運用されており、計数は正確であると認めました。

２ページからの第６、決算の概要につきましては、会計管理者等の説明と重複

いたしますので、説明は省略いたします。

次に、１８ページをお願いします。

第７、審査の意見です。

１つ目は行財政状況についてです。

令和６年度の一般会計決算収支は、実質収支では黒字を確保したものの、財政

調整基金の取崩し超過に伴い、実質単年度収支では２億１，１６０万３，０００

円余りの赤字となり、令和４年度以降、３年連続の赤字決算となっています。物

価、原材料価格や人件費の上昇など、経費の増加に加え、今後とも中播消防署や

神崎郡ごみ処理施設の整備など、大型の投資事業が見込まれることから、収支改

善への道筋はなかなか見通せない状況にあると考えます。

このような厳しい行財政環境の下、持続可能な行財政構造確立のための方策を

議会や住民との協議も十分行いながら早急に取りまとめ、実行に移されたいと思

います。

また、職員一人一人においてもこれまで以上に効率性や効果性、経費節減の意

識を持ちながら担当業務に取り組まれたいと思っております。

２つ目は、歳入の最大限の確保についてです。

歳入は、歳出の財源であり、その確保は町の施策を推進する上で大変重要です。

中でも歳入の３割以上を占め、歳入の根幹をなす町税は、前年度に比べ、７，０

０７万１，０００円余り、率にして２．１％減少しています。個人町民税は、名

目賃金の上昇により平均所得や納税義務者は増加したものの、定額減税の影響に

より減収、法人町民税は、原材料価格の高騰などが企業利益の下押し要因となり

減収、固定資産税については、土地、家屋、償却資産ともに、地価や経済の動向

が影響し、減収となりました。

課税額の伸びが見込めない中、収入未済額は前年度から３７２万８，０００円



－35－

余り増加し、総額で６，４１６万円余りとなっており、歳入確保にはこの未済額

の縮減が不可欠です。

これまでの兵庫県個人住民税整理回収チームの派遣の成果を最大限生かしなが

ら、案件ごとに状況を見極め、地道な納税交渉や財産調査に取り組むほか、厳し

い滞納処分も織り交ぜながら、可能な限りの収入確保、未済縮減に取り組まれた

い。

また、国民健康保険事業など、３つの特別会計でも６，１２６万２，０００円

余りの収入未済があり、これら町税以外の債権についても、滞納整理対策委員会

を活用しながら、対応方針を決定、実行し、未済縮減に取り組んでほしいと思い

ます。

３つ目は基金についてです。

財政調整基金は９０万円を積み立て、２億９，０００万円を取り崩した結果、

２億８，９１０万円減少し、令和６年度末現在高は９億７，９１０万円となりま

した。

今後も当分厳しい財政状況が続くと見込まれる中、確かな財政運営、基金管理

が行えるよう、対応策を早期にまとめ、実行してください。

他の基金についても取り崩す一方となっており、基金維持が難しいものが多く

見られることから、それぞれ今後の取扱いを整理されたいと思います。

次、１９ページをお願いします。

４つ目は、ふるさと応援寄附金事業についてであります。

ふるさと応援寄附金事業（ふるさと応援基金）は、貴重な自主財源であり、寄

附者数、寄附額は年々増加し、令和６年度の基金積立額は１億１，３５４万６，

０００円余りで初めて１億円を超えたところであり、積極的な取組が行われてい

ます。この流れが本格的なものとなるよう、寄附者に喜んでもらえる記念品の発

掘や、効果的なＰＲなどについて、今後ともプロジェクトチームや関係団体との

協議を活発に行い、さらなる増加を期待しています。

最後に、決算報告書についてであります。

決算報告書は、決算年度中に実施された主な事業の内容、成果（効果・達成

度）、課題、改善事項等が網羅的に記載されたものであり、町が実施する事務事

業を理解、評価する資料として、大変有用なものであると考えます。しかしなが

ら、効果、達成度や課題、改善事項の記載において、成果の水準（達成・未達）

や今後に向けての課題認識、改善策が十分表現されていない部分が散見されまし

た。

今後は、件数、金額、前年度との比較などの指数を多用したり、不十分であっ

た点も記載するなど、外部向けの資料としてだけでなく、職員一人一人が実施し

てきた事務事業を振り返り、今後に生かすという視点も盛り込んだ資料として、

作成されることを望みます。

次に２つ目の意見書、公営企業会計についてご説明いたします。

公営企業会計の審査意見書をお願いします。

１枚おめくりください。

地方公営企業法第３０条第２項の規定により審査に付された令和６年度の決算

について審査した結果は１ページ以降に記載しております。

１ページをお願いします。

第１、審査の対象は、いずれも令和６年度福崎町水道事業、福崎町工業用水道

事業、福崎町下水道事業の３事業の会計決算です。

第２、審査の実施日は令和７年８月７日。
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第３、審査の着眼点、第４、審査の実施内容は記載のとおりであります。

第５、審査の結果ですが、福崎町監査基準に基づき審査した限りにおいて、審

査の対象になった各公営企業会計決算書等の記載事項は、いずれも地方公営企業

法その他関係法令に準拠して作成されており、その係数は正確であると認めまし

た。

第６、審査の意見です。

１番目は、水道事業会計です。

給水人口が年々減少傾向にある中で、令和６年度の給水量は、２３３万８，７

１５㎥となり、令和５年度に比べ０．３％増加しました。これは、一部企業の営

業用給水量が増加したことによるものです。また、給水収益についても２億７，

７９３万８，６４１円で０．７％の増収となりました。

一方、費用面では、人件費や動力費などの経費は増加しましたが、各種委託料

が減少、さらに経費の削減に努めた結果、営業費用は、令和５年度に比べ０．

４％増となり、増加を一定抑制することができました。

当年度純利益は６９９万３，２８１円と令和５年度からやや減少したものの、

黒字を維持し、経営の健全性を示す経常収支比率も過去２年とほぼ同率の１０１．

９％となり、近年は健全経営の目安とされる１００％を上回る状況が続いていま

す。また、令和６年度は、費用負担の公平性と料金体系の明確性を確保する観点

から、料金体系を用途別から口径別に移行する措置が講じられました。

おめくりください。水道事業には、どのような状況下でも、住民に安全で安心

な水道水を提供するとともに、効率的で安定した経営を維持することが最優先で

求められます。水道施設の老朽化が進み、今後設備の維持管理費用の増加も見込

まれることから、安全・安心の確保はもとより、常に経済性やコスト意識を持ち

つつ、長期にわたり持続可能な経営に努めてください。

２つ目、工業用水道事業会計です。

令和６年度は、契約水量の減少に加え、工業団地、企業団地内の企業の使用水

量が全体的に減少したことから、送水量は５６万４，９６０㎥で、令和５年度に

比べ４．３％の減。給水量は５５万５，２４６㎥で３．９％の減となりました。

これに伴い、給水収益についても３，０７５万２３３円で３．９％の減収となり

ました。

費用面では、人件費が増加したことなどもあり、当年度純利益は１５６万８，

００４円と黒字は確保したものの、令和５年度の４割弱の水準となり、経営の健

全性を示す経常収支比率も１０３．９％と６．９ポイント低下しました。

工業用水道事業においても、水道事業と同様、安全で安心な水道水を提供する

とともに、安定した経営を維持することが求められます。今後、施設の老朽化や

維持管理費用の増加が見込まれますが、令和７年１０月からは料金改定も予定さ

れているため、改定後の状況を十分見極めるとともに、収支の改善に向け、経済

性や経費削減の意識を持ちつつ、持続可能な経営に努められたいと思います。

最後に、下水道事業会計です。

令和６年度の水洗化率は８３．５％と、令和５年度から０．７ポイント増加し

たものの、年間有収水量は２２６万７，１６２㎥で、０．９％の減、使用料収入

も３億４，９６０万７，９２４円で、１．１％の減収となりました。しかしなが

ら、営業外収益で、他会計からの負担金や補助金が増加したことにより、収益全

体では令和５年度と比べ５．３％の増となっています。

一方、費用面では、支出の減少により２．６％の減収となりました。

これらの結果、当年度純利益は４，５６７万９，４７１円と令和５年度の赤字
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から黒字に転換し、経営の健全性を示す経常収支比率も１０４．８％と前年度の

９６．９％から７．９ポイント上昇し、判断の目安とされる１００％を上回りま

した。

しかしながら、下水道事業会計は大変厳しい状況にあると認識しています。令

和３年度に１０年間を計画期間とする経営戦略を策定されていますが、経営戦略

に掲げる計画の実現には、毎年度の実績と計画の乖離を分析し、適時適切な見直

しを継続していく必要があります。上記の計画も間もなく折り返しを迎えます。

また令和７年１０月からは、適正な使用料水準と料金体系等の観点から、使用

料金の引上げが予定されています。料金改定後の状況を十分見極めるとともに、

安定的な企業経営に向け、経済性や効率性、費用の抑制を意識した業務運営に努

めてください。

なお、３ページから８ページに記載している各公営企業の業務実績等につきま

しては、担当課の説明と重複しますので説明は省略いたします。

それでは最後に、健全化判断比率及び資金不足比率に係る意見書です。

お開きください。１枚おめくりください。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び同法第２２条第１

項の規定により審査に付された令和６年度の決算に基づく健全化判断比率及び資

金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類について審査した結

果は１ページ以降に記載しております。

１ページをお願いします。

審査の対象は、健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債

費比率及び将来負担比率）及びその算定の基礎となる事項を記載した書類であり

ます。

第２、審査の期間は、令和７年８月８日。

第３、審査の着眼点及び第４、審査の実施内容は記載のとおりであります。

第５、審査の結果ですが、福崎町監査基準に基づき審査した限りにおいて、審

査の対象になった健全化判断比率は、法令の規定に従って適正かつ正確に算定さ

れているものと認めました。また、算定の基礎となる事項を記載した書類は、法

令に従い正確に作成されているものと認めました。

１、実質赤字比率は実質赤字が発生しなかったため算出されませんでした。

２、連結実質赤字比率は、実質赤字比率及び資金不足が発生しなかったため算

出されませんでした。

３つ目、実質公債費比率は１３．２％で、早期健全化基準の２５．０％を下回

っています。

４、将来負担比率は８８．８％で、早期健全化基準の３５０．０％を下回って

います。

第６、審査の意見ですが、健全化判断比率のうち、実質赤字比率及び連結実質

赤字比率は、実質赤字が発生していないため、算出されていません。実質公債費

比率は、令和５年度から０．９ポイント上がって１３．２％となりました。

将来負担比率は８８．８％となり、令和５年度と比べて２１．４ポイント増加

しています。

いずれの指標も早期健全化基準を下回っており、令和６年度における本町の各

指標は良好であり、財政状況は健全であると言えます。

おめくりいただいて、しかしながら、基準を下回っているとはいえ、健全化判

断比率は、年を追うごとに高くなっており、本町の財政状況はより厳しさを増し

ていると認識しています。今後も、神崎郡ごみ処理施設の整備と、完成までの間
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のくれさかクリーンセンターから、姫路市市川美化センターへの可燃ごみの移

送・焼却処理に伴う負担、中播消防署の移転建て替え整備に伴う負担をはじめ、

基幹町道の整備や各種インフラ施設の老朽化対応などに伴う費用の発生など、長

期にわたり厳しい財政状況が続くことが予想されます。

このような厳しい状況を踏まえ、持続可能な行財政構造確立のための方策を早

急に取りまとめ、実行に移すとともに、各事業の実施にあたっても、常に効率性、

費用対効果などの視点を持ちながら、業務運営に努めてください。

第７、健全化判断比率の状況は以下、５ページまで記載しておりますが、説明

は省略いたします。

次に６ページをお願いします。

６ページは、資金不足比率の審査意見です。

第１、審査の対象は、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した

書類であります。

第２、審査の期間は、令和７年８月８日。

第３、審査の着眼点及び第４、審査の実施内容は記載のとおりであります。

第５、審査の結果ですが、福崎町監査基準に基づき審査した限りにおいて、審

査の対象となった資金不足比率は、法令の規定に従って適正かつ正確に算定され

ているものと認めました。また、算定の基礎となる事項を記載した書類は、法令

に従い、正確に作成されているものと認めました。

第６、審査の意見ですが、各公営企業会計のいずれにおいても資金不足が発生

しなかったため、資金不足比率は算出されませんでした。今後とも長期にわたり

持続可能な財政運営に努めてください。

なお、７ページから９ページの資料の説明は省略させていただきます。

以上で、審査意見書の説明を終わります。よろしくお願いします。

日程第１３ 議案第５３号 令和６年度福崎町水道事業剰余金処分について

日程第１４ 議案第５４号 令和６年度福崎町下水道事業剰余金処分について

議 長 日程第１３、議案第５３号、令和６年度福崎町水道事業剰余金処分について及

び日程第１４、議案第５４号、令和６年度福崎町下水道事業剰余金処分について

の両議案を一括議題といたします。

両案に対する詳細なる説明を求めます。

上下水道課長 議案第５３号及び議案第５４号の２議案について、ご説明申し上げます。

これらの議案につきましては、議案第５０号及び議案第５２号で説明をいたし

ました、令和６年度の水道及び下水道事業会計の決算について、地方公営企業法

第３２条第２項の規定に基づき剰余金の処分を行うため、議会の議決を求めるも

のでございます。

まず、議案第５３号、令和６年度福崎町水道事業剰余金処分について、ご説明

申し上げます。

この議案は、令和６年度福崎町水道事業会計決算に伴い、剰余金を処分するこ

とについての議案で、内容につきましては、水道事業会計決算書の７ページに、

剰余金処分計算書（案）ということでお示しをしておりますのでご覧ください。

表の右側、未処分利益剰余金の当年度末残高１億７，８２６万９７４円のうち、

八反田水管橋の耐震補強工事及び三ノ宮配水池送配水管更新工事により取り崩し

た建設改良積立金４，１０７万５，１８２円を処分して、資本金に組み入れたい

ので、議会の議決を求めます。
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以上、議案第５３号の説明とさせていただきます。

続きまして、議案第５４号、令和６年度福崎町下水道事業剰余金処分について、

ご説明申し上げます。

この議案は、令和６年度福崎町下水道事業会計決算に伴い、剰余金を処分する

ことについての議案でございます。内容につきましては、下水道事業会計決算書

の７ページに、剰余金処分計算書（案）ということでお示しをしておりますが、

詳細は議案第５４号説明資料をご覧ください。

令和５年度及び令和６年度決算において、資本的収入額が資本的支出額に不足

する額を補塡する際、その財源として繰越利益剰余金を使用いたしました。表の

黒枠の金額、合計で１，１９６万６，２３８円となります。これらは、現在、未

処分利益剰余金として整理されているため、処分が必要と判断し、資本金へ組み

入れたいので、議会の議決を求めます。

以上、議案第５４号の説明とさせていただきます。

両議案ともよろしくご審議賜り、ご賛同いただきますようお願い申し上げます。

日程第１５ 議案第５５号 福崎町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正

する条例について

日程第１６ 議案第５６号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて

日程第１７ 議案第５７号 福崎町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて

議 長 日程第１５、議案第５５号、福崎町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条

例の一部を改正する条例についてから、日程第１７、議案第５７号、福崎町職員

の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてまでの３議案を一括議

題といたします。

各議案に対する詳細なる説明を求めます。

総 務 課 長 議案第５５号、福崎町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を

改正する条例について、説明いたします。

この条例は、町長、副町長や教育委員会委員、公平委員会委員等の町に対する

損害を賠償する責任の一部の免責について定めたものであります。

議案第５５号の議案説明資料により説明をさせていただきます。

１ページをお願いいたします。

１、概要です。

地方自治法の一部を改正する法律の公布に伴い、条例の引用条文の項ずれが生

じたため、福崎町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例を改正するもので

す。

２、改正内容です。

条例の第１条及び第２条の該当箇所を改正いたします。

３、施行期日です。

地方自治法の一部を改正する法律（令和６年法律第６５号）附則第１条第３号

に掲げる規定の施行の日から施行します。これは、法律が公布された令和６年６

月２５日から２年６月を超えない範囲内、つまり令和８年１２月２４日までにお

いて政令で定められる日になります。

資料２ページに新旧対照表がございます。左側が新、右側が旧となります。そ

れぞれ下線を引いているところが改正箇所で、第１条は２か所、第２条は１か所
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になります。

議案第５５条の説明は以上です。

続きまして、議案第５６号、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改

正する条例について及び、議案第５７号、福崎町職員の育児休業等に関する条例

の一部を改正する条例について、説明いたします。

議案第５６号の議案説明資料の１ページをお願いいたします。議案第５６号と

第５７号の両条例改正を説明しているページとなっております。

１、概要です。

育児休業、介護休暇等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び

次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律、及び、地方公務員の育児休業

等に関する法律の一部を改正する法律に準じ、仕事と生活の両立支援の拡充のた

め、この２つの条例に所要の改正を行うものです。

２、改正内容及び施行期日です。

まず、職員の勤務時間、休暇等に関する条例における主な改正点です。

議案第５６号の内容になります。

１つ目の○「超過勤務の免除の対象となる子の範囲の拡大」です。この内容は、

公布の日から施行いたします。職員が請求した場合に、超過勤務の免除の対象と

なる子の範囲を、現行の「３歳に満たない子のある職員」から「小学校就学の始

期に達するまでの子のある職員」に拡大します。

２つ目の○です。「仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい勤務環境の整備」

です。この内容も、公布の日から施行します。家族の介護の必要性が生じた職員

への両立支援制度の周知・意向確認や職員への仕事と介護の両立支援制度に関す

る早期、ここの早期は「職員が４０歳に達する年度」を指しますが、早期の情報

提供、及び職場環境の整備、研修等の開催、相談窓口の設置等を行い、職員が仕

事と介護の両立に必要な制度を選択できるよう支援いたします。

３つ目の○「仕事と育児の両立支援制度の利用に関する職員の意向確認等」で

す。この内容は、法律の施行日である令和７年１０月１日から施行します。妊

娠・出産時や育児期の職員への、面談等による両立支援制度の周知や制度利用・

働き方の意向聴取及び聴取した意向について配慮し、職員が子の年齢に応じた柔

軟な働き方を選択できるよう支援します。

次に、「福崎町職員の育児休業等に関する条例」における主な改正点です。

議案第５７号の内容になります。

○「育児時間の取得パターンの多様化等」です。この内容も、法律の施行日で

ある令和７年１０月１日から施行します。公務における育児時間は、民間労働法

制における所定労働時間の短縮に相当する措置として、現行制度上、１日に２時

間の範囲内で取得できます。今般、民間労働法制において導入される労働者が就

業しつつ子を養育することを容易にするための新たな休暇に相当する措置として、

１年に１０日相当時間数の範囲内で１日当たりの上限時間数なく育児時間を取得

できるパターンを追加します。なお、このパターンの育児時間と現行の育児時間

のいずれを取得するかは、職員による選択制とします。

資料２ページから４ページは議案第５６号の改正に係る新旧対照表となってお

ります。また、議案第５７号説明資料の１ページから３ページは議案第５７号の

改正に係る新旧対照表となっておりますので、後ほどご確認ください。

議案第５６号、５７号の説明は以上です。

以上で議案第５５号から５７号までの説明とさせていただきます。よろしくご

審議賜り、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。
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日程第１８ 議案第５８号 福崎町水道事業給水条例の一部を改正する条例について

日程第１９ 議案第５９号 福崎町下水道条例の一部を改正する条例について

議 長 日程第１８、議案第５８号、福崎町水道事業給水条例の一部を改正する条例に

ついて及び日程第１９、議案第５９号、福崎町下水道条例の一部を改正する条例

についての両議案を一括議題といたします。

両案に対する詳細なる説明を求めます。

上下水道課長 議案第５８号及び議案第５９号の２議案について、ご説明申し上げます。

これらの議案は、上下水道の給排水工事において、現在は管理者が指定した工

事業者でなければ当該工事ができないとする規定を、非常時の場合に限り、他の

市町村長等の指定を受けた工事業者であっても工事を行うことができる旨の条文

を、それぞれの条例に追加するものでございます。

まず、議案第５８号、福崎町水道事業給水条例の一部を改正する条例について、

ご説明申し上げます。

議案第５８号説明資料の１ページをご覧ください。

改正の概要です。

経緯といたしましては、昨年１月に発生した能登半島地震では、宅内配管の復

旧を行う地元業者の数が少なかったことや、業者自身も被災したことにより、復

旧が遅れ、多くの家庭で水が使用できない状況が続きました。

これを踏まえて、災害等の非常時の際には、他の水道事業者が指定した給水装

置工事事業者であっても、給水装置工事を可能とする規程等の改正を行うよう国

土交通省から技術的助言が発出されました。

この技術的助言にならい、福崎町においても、非常時に対応可能な業者を迅速

に確保するため、福崎町水道事業給水条例の一部を改正いたします。

次に、改正の内容ですが、現在の規定では、給水装置工事の設計及び施行は、

管理者が指定した給水装置工事事業者が行うとしておりますが、文言の整理とと

もに、ただし書を付け加え、災害その他非常の場合において、管理者が他の市町

村長等が同工事を施行する必要があると認めるときは、この限りではないという

旨の条文を追加いたします。

条例の改正部分につきましては、次の資料２ページの新旧対照表にお示しして

おりますので、ご参照ください。

なお、この条例は公布の日から施行いたします。

以上、議案第５８号の説明とさせていただきます。

続きまして議案第５９号、福崎町下水道条例の一部を改正する条例について、

ご説明申し上げます。

議案第５９号説明資料の１ページをご覧ください。

改正の概要です。議案第５８号の内容と類似の改正となります。

経緯としましては、先ほどご説明いたしました能登半島地震での給水装置工事

の問題点が、下水道の排水設備においても指摘されました。

これを踏まえて、下水道法に基づき制定する条例に係る技術的助言である標準

下水道条例において、被災地での排水設備等の工事が円滑に実施されるよう、非

常時には、他の市町村長等の指定を受けた者であっても排水設備の工事を行うこ

とができる旨の条文が追加されました。

この標準条例の改正にならい、福崎町においても、非常時に対応可能な業者を

迅速に確保するため、福崎町下水道条例の一部を改正いたします。
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次に改正の内容ですが、現在の規定では、排水設備の新設等の工事は、管理者

が指定した排水設備工事業者でなければ行うことができないとしておりますが、

例外の工事として、災害その他非常時の場合において、管理者が他の市町村長の

指定を受けた者に工事を行わせる必要があると認めるときに、他の市町村の指定

を受けた者が行う工事を追加いたします。

また、同項において、例外とする工事が複数となったため、号による表記に改

めます。

条例の改正部分につきましては、次の資料２ページの新旧対照表にお示しして

おりますので、ご参照ください。

なお、この条例は公布の日から施行いたします。

以上、議案第５９号の説明とさせていただきます。両議案ともよろしくご審議

賜り、ご賛同いただきますようお願いを申し上げます。

日程第２０ 議案第６０号 令和７年度福崎町一般会計補正予算（第２号）について

議 長 日程第２０、議案第６０号、令和７年度福崎町一般会計補正予算（第２号）に

ついてを議題といたします。

本案に対する詳細なる説明を求めます。

企画財政課長 議案第６０号についてご説明申し上げます。

令和７年度福崎町一般会計補正予算（第２号）は、既定の歳入歳出予算の総額

に、歳入歳出それぞれ４，１５０万円を追加し、補正後の予算総額を１１４億３，

６８０万円とするものであります。

議案の１ページ、２ページの第１表、歳入歳出予算補正の内容につきましては、

事項別明細書に沿って説明させていただきます。

まず、歳出からご説明いたしますので、事項別明細書の２１、２２ページをご

覧ください。

２款、総務費、１目、一般管理費の新聞等掲載料３３万円の増額は、柳田國男

生誕１５０年記念事業として、神戸新聞に柳田國男の足跡と町との関わりについ

ての企画広告を掲載したことによるものです。

５目、財産管理費の普通財産管理等委託料５０万円の増額は、西治企業団地１

か所と東部工業団地１か所の残置森林が各事業所敷地まで張り出しているため、

その伐採を行うものです。

１０目、交通対策費のカーブミラー等設置工事費１８０万円の増額は、令和６

年度実施予定の凍結防止カーブミラー２３基分の設置工事について、納期が間に

合わず令和７年度予算で執行したことにより、令和７年度執行のカーブミラー等

設置工事費の予算が不足するため増額補正を行うものです。この増額補正の財源

として、交通安全対策基金繰入金を１８０万円充当しております。

１３目、諸費の税外還付金４２０万７，０００円の増額は、医療費助成事業の

国・県負担金補助金及び国庫補助金の出産・子育て応援交付金を実績に伴い返還

するものです。

次に２３、２４ページをご覧ください。

２款、総務費、１目、戸籍住民基本台帳費の一般備品購入費３０万円の増額は、

法律改正により中長期在留者の住居地情報を町で在留カード等に電磁的に記録す

ることになるため、在留カード等に電磁的方式により住居地を記録するためのパ

ソコンとカードリーダー一式を購入するものでございます。財源は、国庫補助金

の中長期在留者住居地届出等事務委託金を１０分の１０の３０万円充当しており
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ます。

次に２５、２６ページをご覧ください。

３款、民生費、２目、障害福祉費の強度行動障害地域生活支援事業負担金１５

０万円の増額は、兵庫県が町と国の補助金を活用して行う事業で、激しい行動障

がいがある方が対象で、支援経験がある専門事業所が本人に合った支援を行うも

ので、この事業費総額６００万円に対し、国２分の１、県４分の１の負担で、町

の負担分４分の１の１５０万円を予算計上しております。

次に２７、２８ページをご覧ください。

３款、民生費、２目、児童手当費の電算システム改修業務委託料２０６万３，

０００円の増額は、児童手当の情報連携に必要な中間サーバー標準レイアウトの

改正に伴うシステム改修費用となっています。財源は、国庫補助金の子ども・子

育て支援事業費補助金を９２万８，０００円充当しております。

３目、保育所費、町外小規模保育地域型保育給付費負担金２１５万円の増額は、

９月から町外小規模保育利用者が１名出てきたため、７か月分の負担金を予算化

するものです。財源は、国庫補助金の小規模保育給付費負担金が６０％で１２９

万円、同じ名称の県補助金が２０％で４３万円の合計１７２万円を充当しており

ます。

次に２９、３０ページをご覧ください。

５款、農林水産業費、３目、農業振興費の１８節、負担金補助及び交付金の補

助金のうち経営開始資金１５０万円は、令和７年４月に認定した新規就農者１名

に対し、経営開始資金として年間１５０万円を交付するものです。財源は県補助

金の新規就農者育成総合対策事業補助金を１０分の１０充当しています。

補助金の２行目、経営発展支援事業交付金７２０万円につきましては議案第６

０号資料の２ページをご覧ください。

この事業は、親元就農を含む新規就農者がスムーズに経営を継承・発展できる

よう機械・施設等の導入を支援するもので、事業実施者は認定新規就農者１名で、

酪農に必要なミルカーやトラクターなどの購入費、総額約９６０万円の４分の３

の７２０万円を町が補助するものでございます。財源は、経営開始資金と同じく

県補助金の新規就農者育成総合対策事業補助金を１０分の１０の７２０万円充当

しております。

事項別明細書に戻っていただきまして、３１、３２ページをご覧ください。

６款、商工費の２目、商工業振興費の１２節、委託料６２０万円の増額につき

ましては、議案第６０号の資料３ページをご覧ください。

これは国庫補助事業が７月３０日に採択されたため予算化するもので、資料の

左側になりますが、事業名は地域観光魅力向上事業で、主な事業は左下に記載し

ておりますが、大阪マスターズ公演、観光モニターツアー、大阪ＫＩＴＴＥでの

物産展、ＰＲイベント、ＳＮＳでの観光情報発信をそれぞれ実施します。資料右

側には事業の具体的な内容を記載しております。

補正予算額については事項別明細書の３１、３２ページに戻っていただきまし

て、観光イベント等企画・開催業務委託料４２２万円は、妖怪イベントの実施、

観光ツアー、観光ガイド育成委託料となっています。観光コンテンツ開発等委託

料５５万円は、コンテンツ制作支援・分析の委託料となっています。観光情報等

発信業務委託料１４３万円は、大阪ＫＩＴＴＥでの町の観光等のＰＲ、ＳＮＳで

の観光情報発信などの委託料となっています。

財源は国庫補助金の地域観光魅力向上事業補助金を５１０万円、ふるさと応援

基金繰入金を１１０万円、それぞれ充当しています。
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同じく２目、商工業振興費の１８節、負担金補助及び交付金の中小商業者応援

券発行事業補助金５００万円の増額につきましては、これも議案６０号資料の１

ページをご覧ください。

こちらの表は、令和７年度予算の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事

業の一覧となっています。５月２７日に国から臨時交付金の推奨事業分追加交付

がございましたので、この交付金を活用した事業を予算化するものです。

一番下の表の２番目をご覧ください。

事業名は、プレミアム付商品券事業で、内容は、物価高騰対応ということで、

商工会が発行しております「中小商業者応援券」の販売額を拡充します。額面総

額を当初の３，６００万円から６，０００万円に２，４００万円増額し、うち２

０％のプレミアム部分は、当初の６００万円から１，０００万円となり、４００

万円の増額となります。

事業費については商工会への町補助金となりますが、当初予算ではプレミアム

分６００万円の３分の２の４００万円を補助金としておりましたが、補正後は、

当初補助金の４００万円に追加してプレミアム部分の増額分４００万円の１０分

の１０と事務費１００万円を補助し、総額９００万円の補助金とするものです。

財源は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の推奨事業分を交付限度額

の８５１万３，０００円充当しています。

補正予算額につきましては事項別明細書の３１、３２ページに戻っていただき

まして、中小商業者応援券発行事業補助金５００万円の増額は、当初予算の４０

０万円から５００万円の増額とし、補正後の補助金は９００万円になります。

次に、３３、３４ページをご覧ください。

８款、消防費、２目、非常備消防費の事業用消耗器材費１００万円の増額は、

消防団員等公務災害補償等共済基金の助成事業により、防火手袋を分団及び本団、

本部要員に合計１２５組購入するものでございます。財源は雑入の消防団員安全

装備品整備等助成金を１００万円充当しております。

次に、３５、３６ページをご覧ください。

９款、教育費、２項、小学校費、１目、学校管理費の１２節、委託料、小学校

体験活動事業委託料２７万６，０００円の増額は、県の自然学校応援事業により

９月２２日から４泊５日で実施予定の自然学校での指導補助員リーダー、子ども

サポーター、自然学校推進員を各２名配置する費用を予算計上するもので、財源

は、県補助金の小学校体験活動事業補助金を事業費の２分の１の１３万８，００

０円充当しております。

１４節、工事請負費、施設改修等工事費１６０万円の増額は、このうち１３０

万円はライフスポーツ財団の支援金を活用し、福崎小学校の遊具のつり輪の撤去

とブランコの周囲に柵を設置するものです。残りの３０万円は、指定寄附金によ

り八千種小学校の既設げた箱の撤去と塗装を行うものです。

１７節、備品購入費、一般備品購入費８０万円の増額についても指定寄附金に

より八千種小学校のげた箱撤去後に新たにげた箱と掃除道具入れを６０万円で購

入、八千種小学校・高岡小学校体育館に１０万円のスポットエアコンを各１台購

入するものです。

財源は、ライフスポーツ財団の子ども活動支援金を１００万円、小学校指定寄

附金を１１０万円、ふるさと応援基金繰入金を３０万円の合計２４０万円充当し

ております。

次に３７、３８ページをご覧ください。

９款、教育費、３項、中学校費、１目、学校管理費の７節、報償費から１１節、
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役務費の合計１４７万４，０００円の増額は、県委託事業の地域スポーツクラブ

活動実証事業で、部活動の地域スポーツ活動への移行に向けた実証事業を行うた

めの経費を計上しています。事業内容は、町内２中学１、２年生を対象に１１月

から学校の休業日に１０回程度、剣道・卓球・陸上・男子バレーボールの４種目

について、中学校の体育館等で各スポーツクラブ等の指導の下、実証事業を実施

します。

補正予算額につきましては、７節、報償費の講師等謝礼１１５万２，０００円

は、指導を行うスポーツクラブ等４団体の実技指導者の謝礼及び指導者育成に係

る講師謝礼となっています。

８節、旅費の講師等旅費１４万８，０００円は、実技指導者等の交通費です。

１０節、需用費の事業用消耗器材費４万円は、４種目の実施に係るボール等の

消耗品の購入費用です。

１１節、役務費のスポーツ保険料１３万４，０００円は、参加生徒及び実技指

導者の傷害保険料となっています。財源は、県委託金の地域スポーツクラブ活動

実証事業委託金を１０分の１０充当しております。

１４節、工事請負費の施設改修等工事費３００万円の増額は、当初予算で計上

しておりました西中学校の防球ネット増設工事について、当初６００万円程度と

見込んでおりましたが、詳細設計を行ったところ、ガードマン等の追加や支障木

の伐採、資材単価の上昇などにより約９００万円かかることが分かり、３００万

円の増額補正を行うものです。

財源は、ふるさと応援基金繰入金を３００万円増額しております。

次に３９、４０ページをご覧ください。

９款、教育費、３目、町民グラウンド管理費の施設改修等工事費６０万円の増

額は、スポーツ公園のクラブハウスのシャワー室の給湯器が故障しているため、

給湯器及び配管を更新するものです。

財源は、ふるさと応援基金繰入金を６０万円充当しています。

次に歳入の説明をいたします。歳出の説明と重複する部分は割愛させていただ

きます。

事項別明細書１７、１８ページに戻っていただけますでしょうか。

１７、１８ページの２０款、繰越金は、歳入歳出補正予算の調製に係り、一般

財源不足を補うため前年度繰越金を４０２万３，０００円増額しています。

次に１９、２０ページをご覧ください。

２１款、諸収入、１目、雑入の１行目から４行目の過年度収入は、医療費助成

にかかる国・県負担金、補助金の実績による追加交付となっています。

以上、議案第６０号、令和７年度一般会計補正予算（第２号）の説明とさせて

いただきます。よろしくご審議賜り、ご賛同いただきますようお願い申し上げま

す。

日程第２１ 議案第６１号 令和７年度福崎町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて

議 長 日程第２１、議案第６１号、令和７年度福崎町介護保険事業特別会計補正予算

（第１号）についてを議題といたします。

本案に対する詳細なる説明を求めます。

福 祉 課 長 議案第６１号、令和７年度福崎町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

について、ご説明申し上げます。
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今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，４９０万円

を追加し、補正後の予算額を、それぞれ１８億８，９６０万円とするものです。

詳細につきましては、事項別明細書でご説明いたします。

事項別明細書の歳出５ページ、６ページをお開き願います。

２目、償還金は、国庫支出金等過年度返還金８０５万円と、支払基金交付金過

年度返還金６８５万円、合わせて１，４９０万円の増額をお願いするものです。

これは令和６年度決算の確定に伴い、概算で交付を受けていた、国・県の介護

給付費負担金と、２号被保険者が加入する健康保険組合等から納入された資金を

財源とする支払基金から受けた交付金、それぞれを精算するものです。

次に前に戻っていただいて、歳入の１ページ、２ページをお開き願います。

国庫支出金の１目、介護給付費負担金５３４万円の増額は、令和６年度精算で

追加交付を受ける分の増額です。

次、歳入３ページ、４ページをお願いします。

介護保険財政調整基金繰入金は、歳出で計上しております過年度償還金に充当

するため、９５６万円を基金から繰り入れるものでございます。

なお、議案第６１号資料、１ページ、２ページには勘定表、３ページには返還

額等の一覧表をお示ししておりますのでご参照ください。

以上で議案第６１号の説明を終わります。ご審議賜り、ご賛同いただきますよ

うよろしくお願いをいたします。

日程第２２ 議案第６２号 工事請負契約について（中播消防署本署建替事業造成工事）

議 長 日程第２２、議案第６２号、工事請負契約について（中播消防署本署建替事業

造成工事）を議題といたします。

本案に対する詳細なる説明を求めます。

住民生活課長 議案第６２号、工事請負契約について（中播消防署本署建替事業造成工事）に

ついて説明いたします。

当議案は、令和７年８月２５日に一般競争入札を執行した中播消防署本署建替

事業造成工事に係る工事請負契約を締結するにあたり、地方自治法第９６条第１

項第５号の規定により議会の議決を求めるものです。

契約の相手方は、姫路市広畑区鶴町二丁目１９番地の１、呉島建設株式会社、

代表取締役、呉島広吉で、契約金額は９，０１５万６，０００円です。

議案第６２号説明資料をご覧ください。

工事概要について説明をさせていただきます。

当該工事の場所は、福崎町南田原２２６２番地１ほかで、造成部分の敷地面積

は４，２９２㎡となっております。

工事の概要は、敷地周囲の擁壁工、進入口部分のボックスカルバート工、雨水

排水を中島井ノ口線下の雨水幹線につなぎ込むための小口径推進工のほか、この

造成工事に関連する付帯工事一式となっており、工期は令和８年３月２７日とし

ております。

資料２ページには入札結果をお示ししております。

以上、ご賛同賜りますようお願い申し上げまして、議案第６２号の提案説明と

させていただきます。

議 長 以上で、本定例会１日目の日程は全て終了いたしました。

次の定例会２日目は９月９日、午前９時３０分から再開いたします。

本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでした。
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散会 午後 ２時２０分


